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議 事

○髙橋部会長 国際裁判管轄法制部会第３回会議を開催いたします。

まず，配付資料の説明をお願いいたします。

○佐藤幹事 本日の配布資料ですが，部会資料９及び１０が事前に配布した資料でございます。

それから，本日の予定といたしましては，前回お配りをいたしました部会資料８の１５ペ

ージの不法行為地から始めまして，特別裁判籍及び合意管轄，応訴管轄までをカバーできれ

ばと考えているところでございます。

○髙橋部会長 審議に入ります前に，前回の資料の「手形又は小切手の支払地」を管轄原因と

するというところで，国際取引における信用状の問題が出てまいりましたが，それにつきま

して中原委員から御発言をいただけるということでございますので，お願いいたします。

○中原委員 それでは簡単に御説明申し上げます。

前提として，信用状取引については，我が国を始めほとんどの国に法律の規定がなく，一

般的には，信用状に国際商業会議所が制定した信用状統一規則に準拠することを記載して，

信用状統一規則を解釈のよりどころとしています。ところが，信用状統一規則には，紛争解

決に関する処理手続や準拠法等の定めはありません。

我が国において，信用状取引についての国際裁判管轄が争点となった裁判例としては，外

国銀行の在インド支店が発行した信用状に基づく支払義務が争われた，東京地方裁判所平成

１５年９月２６日判決があります。この判決では，我が国の民事訴訟法の規定する裁判籍の

いずれかが我が国内にあるときは，原則として，その訴訟につき，我が国の裁判所に国際裁

判管轄を認めるのが条理にかなうとし，被告が日本において営業所を有していること，信用

状に基づく金銭債務の支払義務は持参債務であり，義務履行地は信用状の受益者の所在する

日本であること等を理由に，日本の裁判所に国際裁判管轄を認めております。ただし，本件

は，信用状発行銀行の営業所がたまたま日本に所在したために管轄が認められた事案とも言

え，仮に信用状発行銀行の支店が日本に所在しない場合にも，日本の裁判所に管轄が認めら

れるかどうかは必ずしも明確ではないように思われます。

と申しますのも，確かに日本の商法，民法の解釈からすれば，金銭債務の金員支払請求は

持参債務と考えるのが原則ですが，信用状の準拠法の決定自体議論があるところであり，必

ずしも日本に受益者が存在する信用状のすべてが日本法を準拠法とすると判断されるとは言

い切れないと思われるからです。

しかしながら，現実的な問題として，営業所が日本に所在しない外国銀行に対して信用状

に基づく支払請求を行うのは，訴状の送達等様々な問題があり，また，仮に勝訴しても，日

本で執行する財産がない場合は，外国における日本の判決の承認・執行の問題があることか

ら，日本で裁判を行うニーズはそれほど高いとは思われません。

したがって，日本に営業所を有する信用状発行銀行に対する訴えの国際裁判管轄権を，被

告の普通裁判籍を理由に，原則として日本の裁判所に認めるとの判断が今後も維持されるの

であれば，信用状の国際裁判管轄について特別の規定を設けるまでの理由はないと考えるこ

ともできます。

以上でございます。

○髙橋部会長 ありがとうございます。
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今の中原委員の御説明に関しまして何か御意見，御質問がございましたらお願いいたしま

す。

東京地方裁判所の平成１５年９月２６日判決というのがあるのだそうでございますが，営

業所が日本にあるということと，義務履行地が日本であるということなどから，日本の国際

裁判管轄を認めたということでございます。部会資料８の１０ページでは，義務履行地管轄

で対応できるので，信用状に関しては特段の規律を置かないということでございましたが，

中原委員からは，義務履行地ですべてカバーできるかどうかちょっと問題だという御発言が

あり，むしろ普通裁判籍でいくか営業所でいくかということでしたけれども，いずれにせよ

特段の規律を置く必要はないということでございました。この件につきましては，第二読会

に回すということでよろしゅうございましょうか。結論は原案と同じく特段の規定を置かな

くて足りるだろうということでございました。

それでは，先ほど佐藤幹事から説明がありましたように，部会資料８の１５ページの５，

不法行為地について，まずその説明からお願いいたします。

○小島関係官 それでは，関係官の小島から不法行為地について若干御説明させていただきま

す。

不法行為地の特別裁判籍については，①，②として，二つの規律を御提案させていただい

ております。

①のほうは１５ページの（補足説明）１のところに書いてあるとおり，二次的・派生的に

生じる経済的な損害が発生した地を含めるかどうかという論点に関する規律であります。

内容はそこに記載させていただいているとおりですが，１６ページの（参考）のところに

ついて若干コメントいたしますと，そこに書かせていただいている東京地裁の平成１８年１

０月３１日の裁判例は，前回，義務履行地のところでも出てきた裁判例でございますが，こ

の裁判例では，結果的に生じる経済的損害の発生地は不法行為地に含まないという判断を示

しております。同様な裁判例もありまして，昭和５９年２月１５日の東京地裁の裁判例も同

旨であります。

続きまして，②の論点でございますが，これは①でいずれの案を採ったとしても，結果発

生地における結果発生の通常予見可能性を必要とするかどうかという論点に関するものであ

ります。これについて，Ａ案とＢ案を御提案させていただいておりますので，御議論いただ

きたいと思っております。

なお，（注）に製造物責任関係の訴えについてコメントさせていただいておりますが，結論

としては，普通の不法行為地の考えで製造地と結果発生地の裁判所に国際裁判管轄を認めれ

ば足りるのではないかということを御提案させていただいております。

なお，（参考）といたしまして，１６ページから１７ページにかけて１，２，３とあります

が，１は先ほどの結果発生の通常予見可能性を消極要件とした場合に，被告は何を主張立証

するかということに関する記述でございます。

（参考）の２については，原子力損害の関係でありまして，これについては今後批准され

る可能性があるような条約との関係が問題になってくるというものでございます。

（参考）の３につきましては，ブリュッセルⅠ規則等の条約等の規律を紹介したものであ

ります。

以上でございます。
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○髙橋部会長 それでは，まず，①の甲案，乙案について御議論をお願いいたします。

○古田幹事 恐らく規定の実質的趣旨としては，②のように，加害行為地と結果発生地を双方

含むけれども，ただ二次的な損害，派生的損害発生地は含まないという趣旨の条文にすべき

だろうと思います。そういう意味では乙案のほうが明快だと思うのですけれども，若干懸念

に思いますのは，民事訴訟法第５条第９号では同様の括弧書きがついておりませんので，今

回の国際裁判管轄立法についてわざわざ括弧書きを設けますと，民事訴訟法第５条第９号は

二次的な損害，派生的な損害発生地も含むのではないかという解釈をされるおそれがあると

すると，それはちょっと問題ではないかなと思います。

ですから，私の今の時点の意見では，甲案に基づく条文にした上で，その解釈としては二

次的な損害あるいは派生的損害は含まないという趣旨を何らかの方法で明確にすることがで

きればいいのではないかと思っております。

○髙橋部会長 道垣内委員，どうぞ。

○道垣内委員 不法行為地，不法行為があった地という表現の仕方ですが，この（補足説明）

のところに書いてありますとおり，加害行為地と結果発生地の双方を含むのであれば，双方

を書いた上で，乙案を採れば，そのうち結果発生地だけに括弧書きがつくと思われます。そ

のほうが分かりやすいのではないかと思います。もちろん民事訴訟法は「不法行為があった

地」という言葉を使っているわけですが，法の適用に関する通則法はその言葉をやめて，「加

害行為の結果が発生した地」と規定しております。どちらに合わせるかということがあるか

もしれません。

○髙橋部会長 国内管轄の規定をどうするかというのはすべての場合に問題になるところです

が，国内は移送もできますし，ちょっと括弧に置いておいて，実質で御議論いただきたいと

思います。今の古田幹事と道垣内委員の御意見は乙案のほうですね，道垣内委員はまた別の

表現もされましたが，その表現はまた括弧に置きまして，実質においては二次的・派生的に

生ずる経済的損害を発生した地を除くべきだという御意見がお二方から出ましたが，この点

はそういう方向でよろしいでしょうか。

○山本(和)幹事 必ずしも定見があるわけではないのですが，この時点で甲案が落ちるのはど

うかなという感じがします。不法行為の場合には，被害者の保護ということは一つの重要な

考慮要素になるのではないかと思います。不法行為の結果発生地に管轄を認める根拠として

は，一つはもちろん証拠収集の便宜ということがあって，もう一つは被害者保護ということ

があるのではないかと思うのですが，証拠収集という観点から見ると，その直接の結果発生

地と派生的・経済的な損害発生地を比べてみて，派生的・経済的な損害発生地でもやはり証

拠収集の便宜というのは一定程度認められるような気がするのです。例えば，逸失利益が日

本で発生した場合に，その逸失利益の証拠調べは外国でやるよりも日本でやる方が便宜だと

いうことはあるような感じがします。

それから被害者保護の観点から考えても，経済的な損害発生地は多くの場合，その不法行

為の被害者の本拠地があるところだろうと思います。なので，何か言いがかり的な訴訟を起

こして日本に管轄を持ってきて被告を巻き込むというおそれは懸念されるところなのですが，

不法行為の場合は，最高裁の判例を前提にすれば，少なくとも不法行為の外形的な事実が存

在するところまでは被害者のほうで立証しなければ不法行為に基づく国際裁判管轄は発生し

ないということになると思いますので，不法行為の外形が立証されたような場合には被告つ
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まり加害者とされる者を日本に呼んできて訴訟をやるというのも全く不合理なことではない

ような感じがいたします。こういうふうに考えると，特段の事情でかなり調整する余地を残

してしまうことにはなると思うのですけれども，完全に否定するというのはどうかなという

印象は持っています。定見はありませんが，甲案の可能性はあるのではないかというのが今

の段階での私の認識です。

○山本(弘)委員 私も余り定見のあるほうではないのですが，現在のところ，今の山本和彦幹

事の御意見と同じようなことを考えております。

例えば国際的なカルテルなどで，日本である種の経済的な損害が生じた場合を想定します

と，被害者保護ということはもちろんあると思いますし，国際的なカルテルとか談合とかい

うのは加害行為地がどこであるかという証明が非常に難しいようなこともあるかもしれない

という気がいたします。そういう場合に，国際的なカルテルによって不当に高いものを買わ

された人たちを救済するためにも，やはり結果発生地での訴訟を可能にすることは，実益の

点からもあり得るのではないかなという気はいたしております。

○道垣内委員 山本弘委員及び山本和彦幹事のお二人に対する御質問なのですが，直接的な経

済的損害ならば損害発生地に含まれると思いますので，問題となるのは，どこか違う国に物

理的な損害が起きているのに，本社が日本にあるので財務的には日本で損失を被ったという

場合に日本が損害発生地だという理由で日本に管轄を認めるか否かという場合ではないかと

思います。そのような場合，二次的・派生的に生じる経済的な損害発生地が本店所在地とい

うことになるのは解釈問題でしょうが，そう解釈されるとして，そういう例もお考えの上で

のことなのでしょうか。

○古田幹事 今，道垣内委員がおっしゃったように，「二次的・派生的に生じる経済的損害」と

いうのをどういうふうにとらえるかという問題かと思います。

山本弘委員がおっしゃった国際カルテルの場合には，それによって日本の企業に経済的な

影響が出れば，それは直接的な損害が発生したということになり，結果発生地は日本だとい

うことになるのだろうと思います。

私が想定しています二次的・派生的損害というのは，例えば，ニューヨークで交通事故に

遭った人が東京の病院で治療を受けた場合に，治療費を払った東京でも二次的・派生的には

損害が発生しているといった場合です。このような二次的・派生的損害も管轄原因になると

いうことになりますと，直接的な結果発生地というのは原告は自分で選べないのですけれど

も，派生的・二次的な損害の発生地は原告が選ぶことが可能になりますので，フォーラムシ

ョッピングのおそれが相当あるのではないかと思います。それについては山本和彦幹事がお

っしゃったように特段の事情で対応するという方法もあるのかとは思いますけれども，特段

の事情にゆだねてしまうと，特段の事情の機能が過大となり，ブラックボックス化という批

判を招くのかなという印象を持っております。

○手塚委員 実務のお話をさせていただきますと，最近，日本のフリーのカメラマンの方が日

本のある報道機関の仕事で，国際機関の行事を取材するためにアフリカにあるＸ国に行った

際，その国際機関の手配した車で非常に大きな交通事故に遭ったという事件がありました。

先ほどの古田幹事のお話にちょっと近いですが，違う点は，活動の本拠が日本にあるものの，

事故自体は全部外国で起きていて，しばらく外国で入院していたのですが，リハビリなどは

やはり日本でやって，その方は日本でも外国でもいろいろ仕事をされていたので，日本での
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得べかりし利益も海外での得べかりし利益も失った，このようなことが実際には世の中では

起きているということです。その事件の準拠法については，保険会社と先方との間で，Ｘ国

法なんてよく分からないから日本法の範囲でやりましょうと合意したため，裁判には今のと

ころなっておりません。しかし，これが裁判になったときに，純粋に経済的・二次的なもの

は除くとなったときに，本拠が日本にある人ならば直接損害だけれども，もともとその人が

ニューヨークに本拠を置いていて，でも治療は日本において日本語で受けたいというときは，

二次的なのかというところで，決めるのは難しいのではないかなという気もするのですね。

だから私はむしろ二次的・派生的・経済的なものは含まないといった条文があると，どこ

までなのかという議論は結構難しいので，そのようなことは書かないで，実際の事件のとき

に本当に純粋に二次的・派生的なものは除外する趣旨だというふうに解釈でやったほうがい

いのかなとは思っております。

○横山委員 実体法から出発いたしますと，加害行為，それから法益侵害，損害というのは全

部意味のある要素で，各々が別々の地で起こった場合に，各々が意味がありそうに思うので

す。

例を挙げて国内事件で言ったほうが分かりやすいので申しますと，例えば静岡県のドライ

バーが千葉県のドライバーの車に霞が関で追突したとします。被害者である千葉県のドライ

バーは，本来ならば被告の住所地主義によると，静岡県まで行って訴えを提起しなければい

けません。しかし，好きこのんで追突をされたわけではないのですから，被害者に何かオプ

ションを認めてあげないと，やはり公平に反するだろうというのでオプションを認めようと

します。それが不法行為地管轄ということだと思います。

被害者の救済はこのオプションを認めることまでであると私は考えています。不法行為制

度は当事者間の損害の公平を図るということですから，オプションのある地としてどこを選

択するかという問題は，公平という観念から離れることはできないと思います。ここではど

この裁判所で訴えを提起すべきかという点で，予見可能性という観点から公平ということを

考えなければいけないのです。今言った事例では，被害者と加害者が接触した地点以外に公

平な地点はないと思います。

私の理解では，千葉県のドライバーがけがをして，その方がたまたま自営業を営んでいる

ために店を休まざるを得なかった，けがをして自分で生活ができないから介護士を雇わなけ

ればいけなくなったということで，損害発生地は千葉県ということになるだろうと思います。

損害発生地ということで，千葉の地方裁判所に管轄権を認めるというのは，公平という観点

からは無理があります。というのは，静岡県のドライバーが好きこのんで千葉県の習志野ナ

ンバーの車に追突したというのならばともかく，この場合，被害者がどこに住んでいるかと

いうことまで認識していないのです。損害発生地は，予見可能性からはやはり外れてしまい

ます。おまけに損害発生地の良くない点は，通常の場合，損害は原告の住所地で発生してし

まいます。多くの場合，損害発生地が管轄権の基礎とされてしまうので，被告の住所地主義

と実は真っ向から対立してしまうのです。そこに損害発生地を管轄権の基礎としにくい理由

があります。同時に，結果発生地には証拠も残されている可能性が高いのです。

それで，あと一言付け加えさせていただきますと，法の適用に関する通則法は結果発生地

を原則的な準拠法としております。結果発生地を管轄権の基礎にすると，裁判所は自国法，

つまり日本法を適用する可能性が高くなってまいります。ここに国際私法の準拠法を決定す
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る原則として不法行為地法主義が生き残ってきた理由があると思いますので，できるだけ管

轄権と準拠法を決定する基準とは一致させた方が望ましいと考えられます。法の適用に関す

る通則法第１７条は結果発生地を基準にしているということを御留意いただきたいと思いま

す。

○松下幹事 甲案か乙案かという問いかけに対して答えることになるのかどうか自信がないの

ですが，私は規定の書き方として，最終的に法制的な調整をするにしても，甲案か乙案かで

言えば甲案でよろしいのかなと思います。それはしかし，ここで言うところの二次的・派生

的に生ずる経済的な損害が発生した地を除くかどうかという論点とは少し違うのかなと思い

まして，つまり，二次的な，派生的なというのはどういうものかということは先ほど来議論

されていますが，結局は損害の解釈問題なのだろうと思います。ですから，特段の事情で調

整する前の，そもそも発生した損害とは何かという，その解釈問題として処理される問題で

あって，二次的・派生的という表現を使うか別の表現を使うかは別にして，何らかの限定文

言を付すと，損害の解釈問題とは別に二次的・派生的，あるいは別の限定文言の解釈問題が

生じてしまうので，いたずらに物事を複雑にするような気がいたします。ですから，表現と

しては不法行為地とし，それは加害行為地と損害発生地の両方を含むという理解を前提とし

た上で，あとは損害の解釈問題だということのほうが規律としては明快なのではないかと思

う次第です。

○山本(克)委員 二次的・派生的損害というものがここでこれだけ割れているということは，

これを法律にしたときは，裁判所はいたずらに混乱することは明確なのだろうと思うのです。

民法理論においても，損害を差額説的にとらえる場合と損害項目説的にとらえる場合でこれ

に対する回答は変わってくると思われますので，そういたしますと，民法でも必ずしもこう

いうことが承認されているかどうか分からないような用語で管轄を規律をするというのは私

は適当ではないと思います。

むしろ，今まで伺っていたお話からすると，予見できないような結果発生地で訴訟が起こ

るのは困るのではないかということが主として議論されてきたようなので，甲案を採り，そ

して②でＡ案を採ることによって管轄の発生を制約していくほうが私はプラクティカルでは

ないかと思います。この結果発生の予見可能性というのは，既に法の適用に関する通則法で

採用されている概念ですので，それはそれなりに鍛えられている概念だと思いますから，そ

れを利用した方が法的な安定には資するのではないかと考えております。

それで言葉遣いですが，法の適用に関する通則法では「加害行為が行われた地」と「結果

が発生した地」という言葉を使っているのに，ここでは損害発生地という言葉に使い分ける

というところにその意味があるのかどうかというところに疑問があります。この点はいかが

なのでしょうか。

○佐藤幹事 実は今日ここで御議論いただきたかったのは二次的・派生的に発生する損害をど

う見るかということでして，ここの括弧の中に書いてある文言というのは用例的にも例がな

いですし，恐らくこれを切り取って明確に規定するのは難しかろうと考えています。

そういう意味では，今，山本克己委員が言われたような過去の用例まで踏まえて，この文

言を何らかの一定の意義がある文言として表現したものではなくて，今日議論いただく上で

研究会の報告書なども参照して使ったということでございます。

したがって，先ほど解釈でというお話もありましたが，実際上はこの概念を明確に規定す
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るのはなかなか難しいのではないかと考えているところでございます。

○山本(和)幹事 私も今の山本克己委員の御指摘はかなり魅力的だと思っています。というの

は，②で，私は特段の事情と申し上げましたが，直接管轄だけを考えるのであれば別に特段

の事情でもいいかなと思っているのです。しかし，間接管轄との関係がよく分からないとい

いますか，直接管轄を非常に広く認めて，特段の事情で調整するというやり方を取った場合

に，外国が非常に広い管轄を認めて日本企業等の不法行為を認める判決を出したけれども，

日本では特段の事情で認めないと思われる一方で，文言的には不法行為があった地に当たる

ということであった場合，その判決の承認を果たして拒絶できるのだろうかということがち

ょっとよく分かりません。なので，Ａ案のようにしておけば，それは明確に日本企業にとっ

て通常予見できなかったということで，間接管轄をより否定しやすいという感じがしていま

すので，そういう意味では甲案とＡ案の組合せというのは，私も魅力的なものだと思ってい

ます。

○髙橋部会長 ②のほうに議論が入っておりますので，それではこちらも含めて，あるいは主

として今度はこちらのほうで御議論いただければと思います。

結果発生が通常予見することができないものであったときはこの限りでないというのを置

くか置かないかということでございますが，いかがでしょうか。

○道垣内委員 この②においてＡ案を採ることになるのであれば，私は①については甲案でも

結構かと思います。

○髙橋部会長 古田幹事は，最初に御発言されましたけれども，解釈でいくというときに……

○古田幹事 用語の問題として，結果発生地と損害発生地とをどう整理するかということなの

です。先ほど横山委員がおっしゃった事例でいいますと，事故が起こった霞が関が結果発生

地ということになると思います。損害発生地については，これも霞が関と考える可能性もあ

るでしょうし，あるいは実際に治療を受けてお金を払った場所，あるいは逸失利益が生じた

場所を損害発生地と考える可能性もあるのだろうと思います。交通事故の場合には加害行為

地イコール結果発生地ですから，結果発生地で訴訟が行われることも恐らく予見可能なので

しょう。けれども，例えば上流で汚水を排出して，下流とかあるいは風下の思わぬところで

思わぬ危害が発生したというときは，結果発生地を予見できない場合かもしれないというこ

とです。なので，もちろん概念定義の問題なのですが，結果発生地が予見可能かどうかとい

うことと，損害が直接損害なのか二次的損害なのかという問題というのは，一応違う議論だ

という整理もできるのではないかなと思います。

ただ条文としては確かに二次的・派生的というのを法文に入れますと，その解釈をめぐっ

てかなり混乱する可能性がございますので，先ほど山本克己委員がおっしゃったように，甲

案を採ってＡ案を採るというのは，法律の落ち着きどころとして非常によいのではないかな

と思います。

○横山委員 私は定見も何もないのですけれども，①で甲案，②でＡ案というのは確かに魅力

的で，これが準拠法の決定なら私ももろ手を挙げて賛同すると思うのですけれども，結果の

発生がその地で通常予見できるかどうかということを管轄権の段階で調べるというのは，裁

判所から見たらどうなのでしょうか。

○鶴岡委員 確かに予見可能性というのはかなり確立した概念ではありますので，全く審査が

できないということはないだろうと思います。ただ，やはりこちらも二次的・派生的という
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のと同じで，一体どこまでクリアに内容が確定できるかというところについては問題がある

ような気もいたしますし，それから，入口のところで余り争いになってもというような観点

から考えた場合に，予見可能性を正面から規定して大丈夫かなという不安も若干ないわけで

はございません。

ですから，ここで通常予見できるかどうかという書きぶりにしているところがどういう意

味だろうかとちょっと思っていたのですけれども，言わば予見可能ではないことが明らかだ

とか，そういうような意味合いで使われるとしますとかなり状況は違ってくるのではないか

なという気がいたします。

○髙橋部会長 では，手塚委員。

○手塚委員 これは恐らく法の適用に関する通則法の文言から来ていて，法の適用に関する通

則法のときの議論は，過失概念などを入れてしまうと，どの国の過失概念なのかといったこ

とが問題になるので，裁判所が入口の問題で余り実質審理をしなくていいように，およそ類

型的，規範的にその種の結果がその種の行為からこんなところで生ずるということは普通は

ないはずだという場合を除く狭い意味だったと私は理解しています。管轄についてそれと全

く同じでなければいけないかどうかはともかくとして，趣旨としては，今，鶴岡委員がおっ

しゃったように，余り入口で証拠調べをしないと判断できないということにしないほうがい

いと思っていて，それを前提に私は甲案とＡ案でよろしいかと思っております。

○山本(克)委員 Ａ案を採った場合に，特段の事情法理がなお働くのかどうかというのは，そ

れ自体一つの論点だろうと思うのですが，少なくともＢ案を採った場合には，格段に特段の

事情を被告が主張してくることになろうかと思いますので，Ａ案を採った場合の困難さとＢ

案を採った場合の実務処理の困難さについて，どちらが困難かということは必ずしも言えな

いと思います。なので，まずＡ案を採って，できるだけ一義的な形で管轄原因を法定してお

いて，なおそれでも足りない場合のみ特段の事情が働くかもしれないという形に規定してお

いたほうが私は得策なのではないかと考えます。

○佐藤幹事 私どもも，今，山本克己委員から御指摘があったようなことを考えておりまして，

いずれにしろ被告が管轄を争う場合は，この予見可能性がなかったという主張とともに，特

段の事情があるということで争ってくるでしょう。そうすると従前は，この予見可能性も特

段の事情の一つとして考慮されていたのではないでしょうか。それで，このＡ案を採った場

合でも，被告は恐らく特段の事情を主張してくるでしょう。そういう意味では，Ａ案を採っ

た場合に，特段の事情の中で予見可能性を見られるかという問題が生じてくるのかなという

ふうには考えております。

したがって，これまで特段の事情の中でいろいろ考慮されていたものの中から,結果発生の

予見可能性という要件を明確に切り出すということが望ましいのかどうかという問題なのか

なと理解しております。

それから，文言といたしましては，法の適用に関する通則法の文言をそのまま持ってきて

いるということでございます。

○髙橋部会長 鶴岡委員が言われたように，表現を少し変えることも可能かもしれませんが，

大きな方向としては，ただいま佐藤幹事がまとめられたようなところでしょう。

それでは，１６ページの（注）で，製造物責任関係は特に規定を置かないということです

が，ここは御発言はよろしいでしょうか。
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○道垣内委員 戻って申し訳ありません。佐藤幹事の御説明の中の話ですが，特段の事情とい

うものは，当該事件において特に考えるべき事情であると思っています。これに対して，通

常予見というのは，通常ということですから，当該事件のその人が予見できたかどうかでは

なくて，その人と同様の立場にある人がその行為について予見できるものであったかどうか

ですので，正に手塚委員のおっしゃったとおり，両者はずれるのではないでしょうか。した

がって，通常は予見できないけれども，特にその人は予見していた場合には，特段の事情に

より逆に管轄を認めるということもあり得るのではないかと思います。その人が特に特殊な

事情から予見していても通常は予見できない場合には通常予見可能性の要件は具備しないと

いう解釈になるのかなと思いますが，その点はいかがなのでしょうか。

○佐藤幹事 私から申し上げたのは，実務への影響を考えると，通常はこの要件を規定した場

合に，この要件と，また，特段の事情の中では特に客観的に予見可能性がないというものも

あれば，当事者自身が予見ができなかったというようなことも入ってきて主張されることに

なると思いますので，そこは実際上の現れ方としてという意味で両方主張されるのではない

かということで，特にその特段の事情の中ではいろいろなものが恐らく考慮されるだろう，

そのような趣旨で申し上げたにすぎないものでございます。

○髙橋部会長 道垣内委員は特段の事情というものを少しシャープに定義されていらっしゃる

わけですが，世の中はもう少し緩やかに使っているだろうというあたりかと思いますが，法

律とするときには，またその点は別途検討する必要があろうかと思います。

製造物責任の関係は特に第一読会ではよろしいでしょうか。

○道垣内委員 （参考）の中の２の原子力損害でございますけれども，条約に日本が入れば，

それは例外になるのは当たり前のことなので，条約に入っていない今，立法するときにどう

するかというのが問題ではないかと思います。ヨーロッパの条約も，それから成立しなかっ

たヘーグの条約も，適用範囲からそもそも原子力損害を除いていたので，それらの条約に原

子力損害に関する特則がないからといって，条約に入っていない日本での立法において同じ

ように原子力損害に関する特則を設けなくてもいいというものではないと思います。

この原子力損害の場合に特殊なのは，管轄をどんどん広げればよいというのでは必ずしも

ないという点です。例えば隣の国で原子力事故が起こって日本に損害が及んできたときに，

日本で訴訟ができるといっても，事故発生地国で大きな損害が起きていますから，結局はそ

の事故発生地国で一括処理することが望ましいし，そのように各国の原子力損害賠償法がで

きているわけです。つまり，外国での原子力事故によって日本で損害が起きて損害発生地と

して日本法が準拠法となるとしても，製造物責任を排除し，運転者の無過失責任を定めた日

本の原子力損害賠償法は適用されず，日本民法を適用するということになり，原子力につい

てのあるべき法制ではない法律を使わなければいけなくなって，適当ではないことになると

いうのが，原子力損害賠償について定めた条約で事故発生国に専属管轄を認めている理由で

す。今のところは特に例外を置くほどではないという判断はあり得ることかもしれませんが，

少なくとも（参考）の説明では十分ではないように思われます。

○髙橋部会長 分かりました。

それでは，部会資料９の１ページ，社団又は財団に関する訴えの説明をお願いいたします。

○佐藤幹事 御説明をさせていただきます。

この関係では，部会資料９，それから部会資料１０を適宜参照していただいて御説明した
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いと思いますが，まず部会資料９の１ページの①でございます。これは，法人に関する訴え

でございまして，会社法第７編第２章の中から専属管轄の規定のない第６節を抜いておりま

すけれども，この会社法，それから一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定のあ

る訴えにつきまして，その法人が日本の法令によって設立されたものであるときは，日本の

裁判所の管轄に専属するものとさせていただいております。

この会社法第７編第２章あるいは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律につきまし

ては，専属管轄の規定があるということでございますので，特に被告が法人である場合に，

その法人が日本の法令によって設立されたものであるといたしますと，本店は日本にあるこ

とが前提になりますので，この規定を置く必要があるのかどうかというあたりも含めて，こ

の①については御議論をいただければと考えているところでございます。

それから②でございますが，②は民事訴訟法第５条第８号をベースにしているものでござ

いまして，甲案は，その中から社団から役員又は元役員に対する訴えで役員としての資格に

基づくものというのを切り出しまして，それについて国際裁判管轄の規定を置くという提案

でございます。

乙案は，そのような第８号に掲げる訴えについて特別裁判籍の規定を特に設けないという

ものです。

ここで５ページの（参考）の１を見ていただきますと，もともとドイツ民事訴訟法第２２

条は，団体から構成員に対する訴え，それから構成員相互の訴えを規定していました。日本

の大正１５年改正前の民事訴訟法も同じような規定になっていまして，社団から社員に対す

る訴え，それから社員間の訴えについて規定を設けていましたが，大正１５年の改正によっ

て現在と同様の規定になったという経緯があると承知しております。

その結果ですけれども，部会資料１０の１ページにある民事訴訟法第５条第８号のイ，ロ，

ハ，ニを相関図的に表現したものを見ていただきますと，社団から社員と社員同士，これが

イです。それから社団から役員がロ，社団から発起人等がハとなっておりまして，債権者か

ら社員がニとなっています。そうすると，今の民事訴訟法の規定が何を切り出していないの

かというと，債権者から役員，それから社員から役員，役員から役員を切り出していないと

いうことになろうかと思います。

それでこの管轄につきましては裁判例等が余りないものですから，会社法の規定を参照し

まして，どのような訴えあるいは請求があり得るかということでまとめたのが部会資料１０

でございます。詳細な御説明は省略いたしますが，まずイの社団から社員につきましては，

株式会社に関するもの，持分会社に関するものがございまして，これについての会社法の専

属管轄の規定というのはかなり限定されているものですから，民事訴訟法でカバーし得る範

囲が２ページの１（１）（ｉ）で挙げましたａからｋまでということで，かなり広いものにな

っている印象を受けております。

それから，３ページに行きまして，（２）社員から社員等に対する訴えですけれども，これ

についても会社法に管轄の規定がありませんので，いずれも持分会社の規定ですけれども，

ａからｄが，民事訴訟法の規定でカバーされる範囲であろうかと考えているところです。

それから，（３）は訂正をさせていただきたいのですが，（ⅰ）のａ，ｂは，資料を送付さ

せていただいてから内部で検討いたしましたが，会社法上の責任追及の訴えに入るというこ

とでございますので，本来的には（ⅱ）に入るものということで訂正させていただければと
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思います。したがって，この（ⅰ）で残っているものはｃということになろうかと思います。

この（ロ）の類型につきましては，比較的会社法の専属管轄の規定でカバーされるものが広

いということができるかと思います。

それから次のページ，（４）も同じように（ⅰ）のａは専属管轄の規定に含まれるものでご

ざいますので，その点を訂正させていただければと思います。残った検査役の任務懈怠によ

る損害賠償の訴えが民事訴訟法でカバーされるということになろうかと思います。

それから（５）の社団の債権者から社員等に対する訴えでございますが，これは専属管轄

の規定はありませんので，いずれも持分会社に関する規定ですけれども，ここに挙げたａか

らｅは民事訴訟法でカバーされるのではないかと思っているところでございます。

４ページの２からなのですけれども，これは先ほどの相関図で破線になっている部分です。

ただこれを見てみますと，形式的には（１）及び（３）は役員あるいは社員が原告になって

おりますけれども，これまでの解釈では社団から社員に関する訴え，社団からの訴えという

ことで，民事訴訟法第５条第８号ロの管轄が認められるという解釈が強いと承知していると

ころでございます。そういう意味では（１）及び（３）で，本当の意味でのと申し上げるの

が適切か分かりませんけれども，役員又は社員から役員に対する訴えというのは実際上はそ

れほど問題になることはないのかなと考えているところです。

ただ，問題になりますのは，（２）の社団の債権者から役員に対する訴えでございまして，

今の民事訴訟法上では債権者から社員に対する訴えは規定があるのですが，債権者から役員

に対する訴えは規定がなく，特にこれが法定債権，法定責任と見られていることから，義務

履行地から法定債権を外すこととの関係の問題，さらに不法行為地として適用があるかどう

かというような問題もあります。この点は，義務履行地の管轄を狭めるということになりま

すと，こちらのほうの管轄で拾うべきかということが問題になろうかと考えているところで

ございます。

それで，今，御説明申し上げた中から役員に対する訴えを今回の提案の中で拾いましたが，

これは研究会報告書に沿ったもので，その理由を部会資料９の４ページの「甲案について」

という中で記載をさせていただいております。そこで記載をさせていただきましたのは，社

員間の訴えについては社団の本店所在地との結び付きが必ずしも強くないのではなかろうか

ということと，株式会社はともかくとして，持分会社のような場合，国際裁判管轄が問題に

なる事例は余り想定できないのではなかろうかということを理由として挙げさせていただい

ているところでございます。

その上で，甲案の中で，Ａ案からＣ案がございますが，これは対象となる社団の範囲や管

轄の基準となる地ということでございまして，Ａ案は，証拠収集の便宜などを考慮して，主

たる営業所又は事務所が日本国内にある場合に日本の裁判所の管轄を認めるという案でござ

います。Ｂ案は，今の主たる事務所が日本にある場合又は設立準拠法が日本法である場合に

日本の裁判所の管轄を認めるという案で，Ｃ案は，法人については設立準拠法を基準にし，

法人でない場合には主たる事務所が日本にある場合に管轄を認めるという案でございます。

これは，理論的な問題は別にして，実質的に見ますと，擬似外国会社の場合，Ａ案，Ｂ案

ですと，擬似外国会社についても日本の裁判所が管轄を有する可能性が出てきます。Ｃ案で

すと，擬似外国会社の場合は海外の設立準拠法の国の裁判所にゆだねるという違いが出てく

るのではないかと考えているところでございます。
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長くなりましたけれども説明は以上でございます。

○髙橋部会長 関連いたしますので，どこからでも御発言，御意見をお願いいたします。

○山本(克)委員 法人から役員に対する訴えなのですけれども，代表訴訟制度が伴わない責任

追及の訴えというのは，この①と②のどちらに入るのでしょうか。つまり代表訴訟制度をそ

の当該法人の設立準拠法が用意している場合は①に入るのだと思うのですが，それを用意し

てないときは②ということになるのでしょうか。

○佐藤幹事 これは②に入るのかなと理解しております。

○齊藤関係官 会社法第７編第４章の第８４８条は「責任追及等の訴えは，株式会社の本店の

所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定しておりますが，今，御質問があっ

たのは，この責任追及等の訴えの概念の問題で，これが広くなれば，今のお話ですと代表訴

訟の形をとらなくても①に含まれるということでしょうか。

○山本(克)委員 そういうことではありません。例えば，今，医療法人がどうなっているかよ

く分からないのですが，医事法上，医療法人について代表訴訟が仮に用意されてないとした

場合に，その医療法人から理事に対して損害賠償請求をするときは②になるのか①になるの

かという問題をお伺いしておるのです。宗教法人には代表訴訟の制度は絶対にないと思いま

すので，代表訴訟が宗教法人に対して起こされる場合を考えれば一番分かりやすいかと。

○佐藤幹事 そこは余り考えなかったので，正確にお答えできるか分かりませんが，①の「こ

れに準ずる訴え」というのは，ほかの法律で会社法の規定を準用しているような場合を想定

していますので，そこにも入らないとなると，②になるのかなと思います。

○山本(克)委員 私は②で乙案が魅力的かなと考えているものですから，そうすると，①から

今のような例が落ちると少し整合性を欠くのではないのかなという感じがします。あと破産

法上の第１７７条以下の，特に第１７８条ですが，責任査定決定の国際管轄にそれが影響し

てくる可能性があるわけですね。ですからその部分も考えると，ここについて国際管轄をど

う考えるか，およそ私は今まで考えたこともなかったのですけれども，関連するかなとも思

いまして，責任追及については，できれば統一的な規律で管轄を認めておいたほうがいいの

ではないかと思いますので，そこを少し御検討いただければと思います。

○佐藤幹事 分かりました。

○髙橋部会長 横溝幹事，どうぞ。

○横溝幹事 確認させていただきたいのですけれども，まず②の甲案の役員としての資格に基

づくかどうかということの判断は，実体的な判断のように思うので，準拠法で判断するのか，

それとも自律的に判断していくことになるのか，その辺はどういうふうにお考えなのかなと

いうことと，あと，①の専属管轄の意味ですけれども，これは直接管轄に関する場合には特

に問題にならないと思いますので，外国でここに入ってくるような事項について判決が下さ

れたときに，それは我が国の専属管轄だから，外国で判決が下されていても承認をしないの

だということを考えて専属管轄だという趣旨と理解してよろしいのでしょうか。

○佐藤幹事 まず，役員としての資格の準拠法に関する点は，まだ私どもも検討はできていな

かったので，むしろ国際私法の観点からどうなのかなということでお伺いしたいということ

で，確たる回答は私どもとしても持っておりません。

２番目の点につきまして，私どもも日本の法令によって設立された会社になるということ

で，会社法上に専属管轄があるという場合に，果たして直接管轄の意味では規定を置く必要
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があるのかと思っております。間接管轄の意味で規定を置く必要があるのかなということも

考えたのですが，ただ国内の専属管轄に関してこれだけ明示的な規定があるということにな

りますと，間接管轄の場合も特に必要が本当にあるのかなというところがありまして，そう

いう意味で①の規律を実質的な内容がどうかというところと別にして，明示的に置く必要が

果たしてあるのかなということは考えておりまして，先ほどちょっと問題提起をさせていた

だいたのですけれども，御議論いただければと考えているところでございます。

○山本(和)幹事 今の点よく分かりませんでしたが，外国会社について組織法上の訴えが起こ

された場合には，日本は当然それについては直接管轄を持たない，ほかに何か他の管轄原因

が仮にあるとしても，日本は管轄を持たないという意味では，直接管轄の面でも意味がある

のではないでしょうか。

○佐藤幹事 分かりました。ありがとうございます。

○道垣内委員 日本の会社の役員であって，外国に住む外国人であるものに対する訴えは，こ

の規定に基づいて日本で起こすのではないのですか。そういうケースは余り考えられないで

すか。

○佐藤幹事 専属管轄で明示的にカバーされる場合，例えば役員が外国人の場合に，会社法上

の専属管轄の規定が適用にならないかということになろうかと思うのですが，そこは役員が

日本人である場合に限るという趣旨までは読めないのかなと考えているところなので，外国

人の役員でも会社法の中でカバーされるのではないかと思っています。

○江原関係官 私もそういうことだろうと思っています。

○道垣内委員 宗教法人や医療法人の組織に関する訴えは，①の「その他これに準ずる訴え」

の範囲に当たらないということを前提のお答えだったのでしょうか。そうであれば何のため

にこれがあるのかよく分からなくなります。確かに外国法人のときに訴えを却下するという

場合ももちろんあるでしょうけれども。

○佐藤幹事 「その他これに準ずる訴え」というところが，研究会の中でも必ずしも明示的に

議論されていた記憶がないものですから，私どもの考えた部会資料９の２ページの下に書か

せていただきましたように，保険業法など会社法第７編を準用している場合が典型的な場合

なのかなと思って書かせていただいたということです。ただ実質的に医療法人等も入るべき

であろうということであれば，この準ずる訴えの中でカバーできるのか，あるいは法制的に

はもう少し文言を考えなければいけないのかということになろうかなと考えております。

○古田幹事 今，佐藤幹事から①のような規定が必要かという問いかけがございましたけれど

も，私は必要であろうと思います。

といいますのは，会社法や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定している管

轄の規定というのは，基本的には国内土地管轄を規定する趣旨です。今回は日本の国際裁判

管轄権の範囲を決めようという立法をしておるわけですから，会社法や一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律の国内土地管轄の規定が国際裁判管轄の根拠としても意味があると

いうことを明示するのは，意味があることだろうと思っております。

ただ，「日本の裁判所に専属する」ということを重ねて規定する必要まではないのではない

でしょうか。会社法や一般社団法人及び一般財団法人において，既に専属管轄である旨を規

定していますので，今回の国際裁判管轄法制では，日本の裁判所が管轄を有するというとこ

ろまで規定すれば足りるのではないかなと思います。
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○山本(弘)委員 先ほど冒頭で山本克己委員が提起された問題ですけれども，例えば宗教法人

法であるとか医療法といった日本の法令によって設立された法人が，その任務懈怠を理由に

役員に対して損害賠償請求をする，それを日本の裁判所の専属から外す実質的な理由という

のはあるのでしょうか。基本的に①のような訴えを専属管轄とするという趣旨にさかのぼっ

て考えると，外すことがかえって非合理なのではないかという気がむしろするのですが，そ

の点いかがでしょうか。

○佐藤幹事 御質問の趣旨は，今，古田幹事から御指摘のありました専属とするかどうかとい

うことでなくて，医療法人等も含めるかどうかということですか。

○山本(弘)委員 そうです。ちょっと問題を前に戻して恐縮ですが。

○山本(克)委員 設立準拠地に国際裁判管轄を認めるということは，準拠法が日本法であると

いうことと，日本で管轄をやるということを二つ合わせて確保するという趣旨があるわけで

すから，単に管轄だけの問題にはとどまらない部分がありますので，今，山本弘委員がおっ

しゃったのは，責任追及に日本法が適用されるときには，日本で日本法に従って設立された

法人については日本で裁判をやりましょうと考えたらどうかということで，私も最初はその

趣旨で申し上げたのです。

○横山委員 専属管轄が認められる類型の訴えについての基本的な考え方は，日本法人につい

て対世効を伴う判決は必ず日本の裁判所でないと駄目なんだという判断が適当かどうかとい

うことです。私は適当だと思うのですけれども，そのことをどう表現するのがいいかという

のがまず第１番目の問題なのだろうと思って，そうすると，だけど対世効があるときだけで

はないのですよね。その範囲をどう決めるかということが必要なのだろうと思います。

今のは，①の書き方で言うと，やはり会社法第７編第２章というふうに言ってしまうと，

これも日本法が前提になって初めて出てくる訴えのタイプなので，それについてもう一回設

立準拠法が日本法だというのは一体どのような意味があるのでしょうか。あえて設立準拠法

が日本法だという条件をつけるのならば，もう少し一般的な表現にした上で，そういう問題

について設立準拠法が日本法ならばという言い方は分かるのですが，最初から日本法を前提

にしないと，最初の主語の部分は意味がないと思うので，もう少しどういう場合に日本の裁

判所だけが管轄権を行使する類型のものなのかということを，私も余りよく考えていなかっ

たのですけれども，もう一回，考えたほうがいいのではないかなと思います。

○手塚委員 私は概念的に会社法第何編に規定するような訴えについては日本の専属管轄だと

いうのはいいと思うのですが，国際民事訴訟法にこういうふうに書いてしまうと，会社法の

名前が変わったり第何編というのがまたちょこちょこ変わるので，今の民事訴訟法はもっと

大きなところでとらえていて，会社法の条文操作に依拠していないわけです。だから，本来

もう少しざっくり規定をして，会社法がちょっとぐらい変更されてもいちいち国際民事訴訟

法を直さなくていいようにすべきであると思います。

それから弁護士会の中ではむしろ①みたいなものは書いていなくても，会社法に規定があ

るのならば国際民事訴訟法的にも専属だと言えるのではないかという議論がありました。た

またま何とか法人法というものに書いてなくても，その種のものは類推適用でいいのではな

いかという意見もあり，書かなくてもいいという人もいました。ただ書くのならばこの細か

い書き方はちょっとどうかなと思います。

○山本(和)幹事 今のお話で，こういう書き方をしないということならば余り意味がない議論
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なのですが，第６節を除いているのですが，第４節も除くべきではないかと思うのです。つ

まり，ほかの節の訴えはすべて本店所在地の管轄なのですが，この特別清算に関する訴えは

特別清算裁判所の管轄ということになっています。実質論で考えても，外国会社の日本財産

について特別清算手続を行うということはあり得るのだろうと思うのですが，そのときに，

例えば査定異議の訴えの管轄が，役員の責任査定だけを日本の裁判所でやって，査定異議の

訴えが出れば本店所在地に飛んでしまうというのは倒産手続としては非常に変なことだと思

いますので，第４節の訴えはやはり特別清算を日本でやっているならば，外国会社であって

も日本の裁判所が当然管轄を持つべきなのではないかということです。

○佐藤幹事 今の御指摘の会社法を引いている訴えというのは，最終的には，法制的に個別の

訴えの形で考えていかなければいけないことにもなろうかなと考えていたものの，ここでそ

の種の訴えということでラフな書き方をしてしまっていますが，今の御指摘を踏まえると，

これらの訴えについても個別に管轄をどうするのかを検討していかなければいけないのかな

と感じております。

○手塚委員 むしろ弁護士会的な発想ですとそういうことを今決める必要もなく，個別に書い

ていくと全部やらなければいけないので，ざっくり書いて，あとは裁判所にきちんと考えて

いただければという感じの意見が強かったということです。

○佐藤幹事 会社法第何編などという書き方ではなくてという御趣旨ですよね。もう少し一般

的な表現としてざくっと書くという御趣旨ですね。

○手塚委員 「社団又は財団から役員等に対する責任追及の訴えは」とか何か，そういうふう

にもっとざっくりと書くということです。

○髙橋部会長 少なくとも公刊されているような判例はない領域でどこまで頑張るかというも

のですが，①に入るか②へ入るのか，ちょっとまだ決めかねているものもあるので，御議論

をいただくのは恐縮でございますが，②のほうに移ります。社団，財団から役員又は役員で

あった者に対する訴えで，役員としての資格に基づくものは先ほど宿題をいただきましたが，

Ａ案，Ｂ案，Ｃ案のどれで行くか，今日は大体の御感触で結構ですが，何か御示唆をいただ

ければ有り難いと思います。そもそも置かないという選択肢もあるのですが，これはちょっ

と①と②の関係がはっきりしませんので，仮に甲案を採るとすればということでお願いいた

します。主たる事務所又は営業所で行くか，設立準拠法で行くか，Ｂ案はそれを足したもの

ですから，Ａ案かＣ案かということで，４ページにありますように擬似外国会社のことを強

く考えるならばＣ案だろうというあたりなのですが，いかがなものでしょうか。

○山本(弘)委員 部会長は先ほど括弧にくくってとおっしゃいましたが，代表訴訟を伴わない

日本法人の責任追及は一応①に入るということを前提とした上だと，部会資料１０の相関図

を見る限り，ほとんど何も残らないのだから乙案でいいではないかと思っていたのですが，

しかしよく考えると，設立準拠法を観念できない法人格なき社団又は財団であれば，その財

団から役員に向けて責任を追及する訴訟というのはあるはずであって，そういうものもやは

り，例えば日本に主たる営業所又は事務所がある限りは日本で裁判を起こせるようにしてや

る必要がもし認められるとすれば，一応甲案を採るということになって，その上で設立準拠

法がそもそも観念できないわけですから，主たる営業所又は事務所という形で拾っておくの

かなという気がいたします。

○髙橋部会長 Ｃ案で行きましてもそこは括弧で拾うわけですが。
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○山本(弘)委員 主に拾わなければいけないのはそっちの方だということです。

○髙橋部会長 分かりました。

この社団，財団は，繰り返しますが判例がなくどうも考えにくいところで，全体としても

う一度考え直しますが，もう一つ御感触を今日の段階でお聞きできればというのが，４ペー

ジの（注）です。債権者から役員等に対する訴えというものが，これは相関図で見ますよう

に現在抜け落ちているのですが，それをどうするか。債権者から役員ですから，部会資料１

０の５ページの２の（２），ここのところ，冒頭の問題に関連するのですが。

○山本(和)幹事 私はやはり何らかの形で，日本の会社の役員であれば，日本に住所がない，

あるいは財産がないような場合であっても，日本に管轄を認めたほうがいいのではないかと

思っています。

問題はこの資料に書かれている不法行為地管轄ということで解釈で行けるのかどうかとい

うことかなという感じがして，最高裁などは差止訴訟でも不法行為で国内管轄を認めるとい

うことをやっているので，余りこの請求原因自体が不法行為か法定責任かということは，あ

るいは考慮されないのかなという感じもしますが，明確にするということであれば，これは

規定を置くということも十分考えられるのかなと思います。

○髙橋部会長 何か会社法の御担当者から有益なサジェスチョンをいただければと思うのです

が。

○江原関係官 特に担当者というよりも個人的な見解ですが，私も今の山本和彦幹事の御意見

のとおりではないかなとは思います。

○髙橋部会長 古田幹事，どうぞ。

○古田幹事 特に定見があるわけではなくて，素朴な疑問なのですけれども，仮に今の山本和

彦幹事のような見解のもとに立法をした場合，日本の国際裁判管轄権は及んでいるのだけれ

ども，民事訴訟法上は国内土地管轄の規定が特にないということになるので，日本の裁判所

に訴えるとしても，ではどの裁判所に訴えるのかというところの選択がちょっと難しくなる

のかなと思います。役員ですから恐らく自然人でしょうから，その場合には民事訴訟法第４

条第２項を使って決めることになるのだろうと思いますけれども，外国人で日本に住んだこ

ともないような人がいた場合に，どこの地方裁判所に訴えればいいのかというあたりが少し

疑問として残っております。

○山本(和)幹事 国内管轄で言ったら通常義務履行地が観念できるのではないかという気はし

ますけれども。

○山本(克)委員 今の点では不法行為を類推適用した方がうまく行きそうだという話になるの

ですが，ただ会社法第４２３条を前提とした場合に，不法行為でうまく拾えるのかなという

のがもう一つよく分からないところです。間接損害の場合には会社にいったん損害が発生し

て，波及的に株主や債権者が損をするということなので，会社が日本にあればいいというよ

うなことが言えそうな気もしなくはないのですが，直接損害，この区別自体流動的ですが，

直接損害のときには全く関係がないということも，日本の会社の役員についても日本には行

為地も結果発生地もないということがあり得ます。なので，本当に不法行為だけでうまく行

くのかなという気がしなくはありません。

○松下幹事 私も同じような印象をちょっと持っていまして，会社法第４２９条の話だと思い

ますけれども，特に直接損害の場合には社団を介在しない純粋な民民の争い，私人間の争い
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と全く同じことになりはしないかなという気がいたしておりまして，社団と結び付けた議論

をする必要がない場合と観念できるのではないかなと思ったので，間接損害などの場合にど

うするかはまだちょっと検討の余地はありますけれども，特段の規定を用意しなければいけ

ないかどうかについてはなお疑問の余地が残るという気がいたします。

以上です。

○髙橋部会長 今日の段階でほかに御意見あるいはこういうことを調べておけというような御

指示がございましたらお願いします。

どうも費用対効果で，手塚委員がおっしゃったようにざっくり規定する方がいいのかもし

れません。それも含めて検討させていただきますが，では，中休みの前にもう一つ，不動産

に関する訴えまで行ければと思いますので，説明をお願いいたします。

○齊藤関係官 部会資料９の５ページ末尾からになります。

本文は不動産に関する訴えの特別裁判籍について御提案するものです。まず本文①は，不

動産に関する訴えについて，不動産の所在地が日本国内にある場合には，日本の裁判所に国

際裁判管轄を認めることを御提案するものです。

そして，本文②ですが，こちらでは，本文①を前提としまして，①のうちの一部について

特に日本の裁判所の専属管轄とするかどうか，複数の考え方をお示ししているものです。甲

案は専属管轄とする必要はないとしている考えですが，乙案は不動産の属地的な性質にかん

がみて，不動産の物権，それから物権的請求権に係る訴えについては特に日本の裁判所の専

属管轄とする，こういった考え方でございます。御審議をよろしくお願いします。

○髙橋部会長 ここは①，②も一緒に御議論いただければと思います。

○古田幹事 特に理屈があって申し上げるわけではないのですけれども，基本的には不動産に

関する訴えも私人間の争いですので，例えば日本にある不動産であっても，紛争当事者が外

国の裁判所で訴訟をしたいといって外国で本案訴訟をする場合に，それをあえて日本の立法

で否定する必要はないのではなかろうかと思います。ですから，②については甲案でよろし

いのではないかと思います。

○道垣内委員 幾つかの条約では専属管轄にされている事項ですけれども，要するに日本の土

地について外国の裁判所がだれのものであるという確認をしたり，あるいはその引渡しを命

じたりすることが日本国として構わないと思うかどうかが問題であって，主権の問題と考え

るかどうかということかと思います。この点，日本に所在する不動産の物権問題は，日本の

裁判所だけが判断をするというのがもともとの趣旨ではないかと思います。けれども，それ

に対しては反対の御意見もあると思いますが，私としましては，あえてこの点について門戸

を開放するという必要もないように思います。

○山本(和)幹事 定見があるわけではないのですが，私は古田幹事のような御意見でよろしい

ような気がいたします。しょせん既判力も私人間にとどまっているものなので，何も主権と

かと言わなくても別にいいのではないかという感じはするということと，乙案のような考え

方を採ると，物権的請求権は専属管轄になるわけですが，例えば同じ引渡請求でも，債権的

請求権の場合には必ずしもそうではないということになると，その契約に基づいた明渡請求

をするのと所有権に基づいた明渡請求をするので管轄が分裂してしまって，専属管轄になる

と併合もできないということになってしまうのですが，何かそこまでの問題なのかなという

感じがして，私は甲案でいいのかなというような感触だけです。
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○山本(克)委員 ８のほうで登記又は登録に関する訴えが専属管轄にされていますので，あえ

てここの７のほうで専属性を出す必要は特にないのではないのかなと思います。登記・登録

のことだけは日本の主権の行使の関係で確保しておく必要はあろうかと思いますが，それ以

外の点についてそこまで公益性が強いかどうかというと，私はやはり山本和彦幹事と同様に

考えます。

○横山委員 専属管轄にする意味はどのようなところにあるのかなと思うので，例えばこれは

不動産の理解が日本と外国で違っていて，外国ではマンションというのは物権として不動産

には一応入ってこないということで判断したところが，いや，日本から見たらそれは不動産

だというので，マンションの物権的な問題について判断した外国の裁判所の判決は専属管轄

として承認しないとなってしまうのが本当に問題ないのかなと思うので，私も甲案で十分だ

と思います。乙案というのは不動産の理解について違ってくることが予想されるので，余り

賛同したくありません。

もう一つは，専属管轄といっておいて，特段の事情ではねるというわけにもいかないので

すよね。こちらで面倒を見ると言っているわけだから，外国で訴訟をしていらっしゃいとも

言えないので，結局特段の事情ではねなければいけないようなものが絶対ないのだという自

信がないと，なかなか専属管轄にはしにくいのではないでしょうか。ということもありまし

て，甲案を支持します。

○鶴岡委員 そんなに異論を唱えるつもりはないのですけれども，境界確定訴訟というのは日

本の専属管轄だというのは皆さんのコンセンサスなのでしょうか。そうしますと，例えば越

境建築とか，工作物が越境しているというような形で妨害排除請求というような形を取った

場合には，実質的には境界の認定が内容になるのですけれども，その場合はもう訴訟物が違

う以上はそれは構わないのだというお考えだということになりましょうか。

○佐藤幹事 定見があるわけではないのですが，今，鶴岡委員がおっしゃいました境界確定訴

訟自体と，それが争点になっている場合とあるということですが，少なくとも争点になって

いる場合には特に専属管轄にならないということになろうかと思います。国内法上の解釈は，

私どもの理解が正確であれば，不動産に関する訴えの中に境界確定の訴えも入っておりまし

て，その上で，この乙案の物権及び物権的請求権に係る訴えというのは，外延をどこに見る

かというのは非常に難しいものだと思っておりまして，その中核になるのは，部会資料９の

６ページの乙案に関する補足説明の括弧書きのような訴訟であると思いますけれども，この

乙案を採った上で境界確定の訴えもここに含めるべきだということであれば専属管轄になる

のかなと。そうでない場合は，実際上日本の裁判所に提起されることが多いと思いますけれ

ども，甲案の中の不動産に関する訴えとして入ってきて，非専属の管轄になるのかなと考え

ていたところでございます。ただそれがふさわしい考えなのかどうかというところは御議論

いただければと思っております。

○山本(弘)委員 境界確定というのは現在の判例の理解ですと，１筆の土地の境界線ですから，

登記・登録の前提問題なわけですので，むしろこの８のほうに引き寄せて考えるのが筋かな

という気がいたします。

○髙橋部会長 まあ実際上は外国の裁判所が境界宣告だという判決を出して日本の登記所に来

ても現実的には専属管轄ですよね。そこは多分争いはないのだと思いますが，規定上どこま

で入っているかというのは，これは少し説明は考える必要があろうかと思います。
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もちろんまだ決め切るわけではありませんが，今日の段階の御意見では，②は甲案のほう

が多かったことを確認するにとどめたいと思います。

○道垣内委員 先ほどの外国裁判所が日本の土地についての登記の移転の命令でもいいですし，

あるいは日本の土地の境界確定の裁判をした場合に，専属管轄の定めがなければ承認する場

合があるわけですね。所有権の確認の部分，つまり，どこまではだれのものであるという部

分は承認されて，登記の部分は承認できないということになると，日本でもう一回裁判を起

こして登記の移転請求についてだけ判決をもらうことになりますが，そのときには，どこま

でがだれのものかという所有権の範囲については確定されているので，その点はもう争えな

いという扱いになるのでしょうか。

○髙橋部会長 境界確定の訴えの理解ですけれども，あれは一応私的所有権の範囲ではないと

いう建前ですね。ですから，仮に外国判決に効力を認めるとしても，また日本で新たにその

私的所有権の範囲に合うようなものをもう一回やるということになるのでしょうね。しかし,

御承知のように私的所有権の範囲だという学説も有力ですから，ここはなかなか決めにくい

ところではありますが。あるいは先ほどの境界確定の訴えに対する外国の判決が承認される

べきものだとしても，日本の判決でも登記法の技術的な理由で判決は有効だけれども，登記

所は処理しないというのがあるわけで，そちらの論理かもしれませんね。

○青山委員 ②は甲案のほうが数が多いということでございますので，乙案を支持する者がも

う１人いるということだけ言っておきたいと思います。この段階で乙案を消してしまうのは

少し問題ではないかと思っております。

８のほうで登記はもちろん日本の専属管轄とされていますが，所有権の確認あるいは物権

的引渡請求というのも，これは実際上登記の移転請求と一緒に提起されることが多いわけで

す。所有権の確認プラス登記の移転，あるいは登記移転請求に対する相手方の所有権の確認

とか引渡しとか，そういうことが出てきます。そうすると，一方だけ日本の専属管轄で他方

はそうでないということになると，最初に外国で所有権の確認あるいは引渡請求という判決

が出されて，それが日本で承認されるということになると，日本で登記移転請求訴訟が起こ

されても，この既判力は当事者に及ぶということにならざるを得ないと思うのです。これは，

一方だけを日本の管轄にし，他方はどこでも起こせるということにするのはどうも整合性を

欠くのではないでしょうか。横山委員の言われた不動産概念をどうするかというのは，これ

は別の問題で，そのことから問題を避けるために乙案を採らないというのではなくて，その

問題をどうするかというのは別途対応すべき問題ではないかと思いますので，乙案というの

もまだ考慮の余地があるのではないかと考えております。

○髙橋部会長 ７の不動産に関する訴えについて，ほかに御意見はいかがでしょうか。

○山本(克)委員 ほとんど利用されてないので余り議論しても意味がないのかもしれませんが，

民法上の賃借権の登記を前提にしますと，賃借権確認の訴えと賃借権登記請求をどう考える

かということを今の御議論ですと考えざるを得なくなってきて，そこまで踏み込んで徹底的

に洗い出してやるなら一つの見識かと思いますけれども，物権だけということに，あるいは

賃借権は事実上物権だと言ってしまうのならそれもまた別なのでしょうけれども，やるので

あればそこまで行かないと，やはり立法としては整合性を欠くのだろうという気がいたしま

す。

○髙橋部会長 よろしいでしょうか。
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それでは，ここで休憩を取りたいと思います。

（休 憩）

○髙橋部会長 再開いたします。

部会資料９の７ページ，８の登記又は登録に関する訴えから再開いたします。最初に説明

をお願いします。

○齊藤関係官 簡単に御説明をいたします。

部会資料９の７ページでございますが，本文は登記・登録に関する訴えについて，その登

記や登録をすべき地が日本国内にある場合に，日本の裁判所の専属管轄とすることを御提案

するものです。

なお，（参考）の１に記載させていただいておりますが，知的財産権に関するもののうち，

特許権その他成立に登録を要するものに関する訴えも登記・登録に関する訴えに該当するこ

とになりますが，この後に知的財産権関係については別途御審議をお願いすることと考えて

おります。

それでは，本文について御審議をよろしくお願いいたします。

○髙橋部会長 先ほどの続きの面もありますが，登記・登録に関するものは日本の裁判所の専

属ということですが，いかがでしょうか。

○古田幹事 日本の裁判所が管轄を有するというのはそれでよろしいかと思うのですが，本当

に専属管轄にする必要があるのかという点を疑問に思っております。ここで想定されている

登記・登録に関する訴えの具体例として，恐らく一番多いのは，私人間で不動産の移転登記

請求をするという事件だろうと思います。これは基本的には原告が被告に対して移転登記手

続の意思表示を求める給付の訴えになります。実際の登記手続は，その意思表示を命じた判

決が確定した段階で確定判決を添付書類として登記所に申請をするという形になるわけです。

その意味で，通常の金銭の支払請求訴訟とそれほど違いがないように思います。

部会資料９の７ページの（補足説明）の中で，外国の裁判所で判決を経たとしても，相手

方の任意の協力がないと実現できないと書いてあるのですが，意思表示を命じる外国判決に

ついても，日本で執行判決を経て，執行判決が確定をすれば民事執行法上の債務名義になり

ますので，それを添付して日本の登記所に対して登記申請をすることが可能ではないかと思

います。

それから，外国で判決を得たとしても，日本における承認が必要になるので迂遠だという

ことが（補足説明）に書いてありますけれども，しかしこれも金銭等の請求の事件でも同様

でございます。日本にしか財産がない人に対して外国で金銭の支払を命ずる判決が出たとし

ても，その執行のためには日本で執行判決を得る必要があるわけなので，同様に迂遠なので

す。そのような迂遠な手段を選ぶか否かは，要するに原告の選択の問題ですから，原告があ

えて迂遠なことをしたいというときに，それを立法で一律に拒絶する必要はないのかなと思

っております。

例えば，ロサンゼルスに住んでいるアメリカ人同士が日本の土地の売買契約をして，その

売買契約の履行として移転登記を求める場合に，ロサンゼルスの裁判所で本案訴訟を行うこ

とには相応の合理性があります。仮にロサンゼルスの裁判所が被告に移転登記手続を命じる
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本案判決をしても，日本では民事訴訟法第１１８条第１号の間接管轄が欠けているから承認

しないというところまで，制限的に考える必要はないのではないかなと思っております。

○山本(克)委員 今の点ですが，私も今まで考えたこともない話なのですが，日本の判決であ

れば，登記を命ずる判決は確定と同時に当然に執行されているという，狭義の執行は終わっ

ていて，あと広義の執行が残るだけだという理解ですね。そういたしますと，外国で登記を

命ずる給付判決が確定したといたしまして，もうその時点でオートマティックに承認されて

いれば，あとはもう執行判決の余地は現行法制ではないのではないかという気がするのです。

ですから今，古田幹事のおっしゃるような意見を取り入れるとすると，そのための執行判決

制度というのを別途つくるということにしないといけないような気もするのですが，私の全

体理解が間違っているのでしょうか。

○古田幹事 私も確たる自信があって申し上げているわけではないのですけれども，意思表示

を命ずる判決の効果がいつ発生するかというのは，判決が確定をした時点で意思表示があっ

たものとみなす旨が民事執行法第１７４条に規定されています。これは意思表示の擬制につ

いて，いわゆる普通の強制執行は余り考えられないので，判決の確定によって意思表示が擬

制されるものとしているのだろうと思います。しかし，外国判決が被告に何らかの意思表示

を命じた場合に，その判決の外国における確定と同時に日本でも意思表示の効果が発生する

かどうかというのは，なお検討を要する問題です。その場合は日本で承認要件の審査という

のをやっていないわけですので，やはりその承認要件の審査をするための執行判決が必要に

なり，意思表示を命ずる外国判決について日本で執行判決がされて，その執行判決が確定を

した時点で日本国内では意思表示の効果が発生するということではないのかなというふうに，

私は従前理解をしておったのですけれども，それほど自信があるわけではございません。

○山本(克)委員 それは恐らくどちらもあり得るのだと思うのです。つまり，民事訴訟法上の

承認自体はオートマティックに自動承認ですから，特段の日本の国家行為を要せずして承認

されるわけです。その承認さえあれば意思表示をしたとみなされる効力が発生すると考える

余地もあって，どちらかということを考えておかないと今の議論は成り立つかどうか分から

ないのだろうと思います。

○古田幹事 これは不動産登記の話ですので，私もそれほど実務的に詳しいわけではないので

すが，不動産登記申請の際に，日本の判決であれば，判決書の正本と確定証明書を添付すれ

ばいいというのは，それは確定判決が民事執行法第２２条で債務名義として認められている

からだと私は理解をしておりました。そうしますと，外国判決についても確定した執行判決

があれば，民事執行法第２２条第６号の債務名義になりますので，その時点で登記の添付書

類として使えるものになるのだという理解を前提に先ほど意見を申し上げました。不動産登

記令第７条第１項第５号ロ（１）が「執行力ある確定判決の正本」を判決による登記の添付

書類としているのも，同様の趣旨ではないかと思います。

○山本(和)幹事 私も特に定見があるわけではないのですが，今は外国の間接管轄の話を中心

に議論されていますが，直接管轄のことを考えると，どういうふうな登記システムを構築し

ているかというのは多分国によってかなり違うのだろうと想像しまして，例えばアメリカの

カリフォルニア州での登記でどういう訴訟がそれについて必要で，それでどういう判決をす

ればその登記が適正になされるのかということは，日本の裁判所にそういう訴えを起こされ

た場合は，ちょっとこれは審理するのは大変なのかなという感じを持っていまして，それは
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やはり公簿について責任を持っているカリフォルニアでやってくれよというのはそれほどお

かしな話ではないような感じがします。全然理論的ではないのですが，そういう意味で専属

管轄にしておくということでよろしいような感じはしているのですが。

○古田幹事 山本和彦幹事がおっしゃった点については，「特段の事情」で対応できるのではな

いかと思います。日本の裁判所に対して外国の登記に関する訴えが提起された場合には，ま

ず日本に国際裁判管轄の管轄原因が何か一つあるかという点が問題となり，次に「特段の事

情」の有無が問題になるかと思います。登記又は登録に関する訴えを日本の裁判所の専属管

轄にするか否かは，例えば日本の不動産登記について外国の裁判所で本案訴訟を行った場合

に，その本案判決を日本で承認するのかどうか，という問題だと思います。確かに外国の裁

判所ですから，日本の登記システムの理解が不十分で，ときには日本の登記所では受け付け

られないような判決をするかもしれない，そういう危険はあるのだろうと思います。ただそ

れは日本の裁判所でも起こり得ることです。日本の裁判所で移転登記請求を命じる勝訴判決

をもらっても，判決主文の記載が登記所では受け付けてもらえず，登記が実行できない場合

は現にあるわけです。そのリスクは原告があらかじめ日本の登記所に相談をして，「この主文

を得ておけば，日本の裁判所の主文であっても外国の裁判所の主文であっても登記手続に使

えます」ということを確認すればいいわけです。そこは原告が適切な請求を行えばいいとい

う話で，それをおもんぱかってあらかじめ日本の専属管轄にしておく必要はないというのが

私の感覚です。

○山本(和)幹事 繰り返しになりますが，この専属管轄という言葉の意味は，私は基本的には

直接管轄を書いている法律なので，他の管轄原因があっても，例えば先ほどお話しした合意

管轄があったとしても，日本の裁判所は当然に審理しなくていいですよということを主とし

てインプライする規定だと理解しています。なので，その点を考えるとやはり日本の裁判所

はそこまでやってやる必要は基本的にはないのではなかろうかという意味で専属管轄でいい

のではないかと考えているということです。ですから考えているシチュエーションがちょっ

と違うということはそのとおりです。

○古田幹事 佐藤幹事にお伺いしたいのですけれども，部会資料９の「８ 登記又は登録に関

する訴え」で想定している「日本の裁判所の管轄に専属するものとする」というのは，例え

ば土地の売買契約の中で，一切の紛争はロサンゼルスの裁判所で行うという約束をしていた

としても，なお日本の最高裁の判例を前提とすれば，その合意は日本の専属管轄違反だから

無効であって，日本でも裁判ができるのだと，そういう趣旨でしょうか。

○佐藤幹事 日本で裁判ができないという。

○古田幹事 例えばロサンゼルスでアメリカ人同士が土地の売買契約をして，売買契約ではロ

サンゼルスの裁判所が合意専属裁判所になっていたという場合に，一つあり得るのは，その

合意に従ってロサンゼルスの裁判所が本案判決をしたときに，日本で法律に「日本の裁判所

の管轄に専属する」という規定があると，ロサンゼルスの裁判所の判決には間接管轄が欠け

ていますから，ロサンゼルスの裁判所が下した判決は日本で承認できないことになります。

これが多分一つのシチュエーションであり，それからもう一つは，契約当事者がその専属管

轄の合意に反して日本の裁判所に訴えを提起した場合であっても，それは日本の裁判所の専

属管轄に属するのだから，当事者間で行われた専属管轄合意というのは無効なので，日本の

裁判所は管轄権を行使できることになります。つまり「日本の裁判所の管轄に専属するもの
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とする」という規定には，このような二つの意味があるのだろうと思うのですが，そういう

理解でよろしいでしょうか。

○佐藤幹事 おっしゃるとおりだと思います。今回の資料では間接管轄の方面からの理由づけ

のみになっていますけれども，先ほど山本和彦幹事もおっしゃいましたように，カリフォル

ニアの土地の登記について，日本の裁判所の裁判官が判断することが本当にいいのか，それ

はもうカリフォルニアにゆだねるべきではないかという理由は，当然に直接管轄の場面にお

いても入ってくるという理解です。ちょっとその面も理由として書けばよかったのかもしれ

ません。

○古田幹事 佐藤幹事がおっしゃった後段の点については，例えば「特段の事情」で手当てで

きるのではないでしょうか。要するに日本の裁判所がカリフォルニアの登記制度について審

理判断することを差し控えたいというのは，「特段の事情」で処理できるのではないかと思い

ます。

ですから，日本の土地の登記について当事者が外国で本案訴訟をやりたいと言ったときに，

それを日本の法律で一律に拒絶するほどの必要性が本当にあるのかというのが，最初に申し

上げましたけれども，私の疑問でございます。

○髙橋部会長 問題点はクリアになっていると思いますが，では第一読会ですので，数だけか

らいきますと多少の分布はございますが，両説あったというあたりで，よろしいでしょうか。

それでは，８ページ９番目の相続に関する訴えについての説明をお願いいたします。

○齊藤関係官 部会資料９の８ページでは，現在の国内の管轄に関する民事訴訟法第５条第１

４号及び第１５号を掲げておりますが，これと同様の範囲の訴えについて，相続時の被相続

人の普通裁判籍の所在地が日本国内にある場合に日本の裁判所の国際裁判管轄を認めること

を御提案するものです。

このうち，若干民事訴訟法と異なる点がございますが，本文②について，相続財産の負担

に関する訴えを規定しており，相続開始時の被相続人の普通裁判籍の所在地が日本国内にあ

る場合には，その所在地に相続財産があるかどうかにはかかわらず，特別裁判籍を認めるこ

とを本文では御提案をしています。

その理由としましては，複数いる相続人を連帯債務者とする訴えを提起する場合等を考慮

しますと，財産の存否にかかわらず，被告について一般に認められる普通裁判籍の所在地と

は別に，どこか１か所でその相続に関する訴えを提起できることが望ましいと考えられるた

めです。

なお，研究会の報告書ではこの項目に該当する部分は相続に関する訴えと記載をさせてい

ただいておりますが，この文言を用いますと，現在の民事訴訟法第５条第１４号，第１５号

の訴えと同一の範囲を指すことができるのかどうか，若干疑義がございますので，現時点で

は民事訴訟法の文言に合わせて①と②に分けて記載をさせていただいております。

御審議をよろしくお願いいたします。

○山本(弘)委員 国際裁判管轄に関する調査研究報告書の相続のところでは，相続に関する訴

えの管轄を人の普通裁判籍のある種の残存効みたいな感じでとらえていて，住所があればい

いし，住所が知れない場合でも居所があればいい，さらに最後の住所地が日本にあればそれ

でもいいという書き方になっています。それと今回いただいた９のところのトーンが随分違

うし，規律の内容も随分違っているような気がするのですが，それはどういう理由でこのよ
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うになったのか御説明いただければと思います。

○佐藤幹事 私どもの理解が正確なのかどうか分からないのですが，研究会の議論の中では，

最後に人の普通裁判籍の規定も整理したというところがありまして，この相続のところの規

定もそれと合わせるべきではないかという御意見があって合わせたという理解でございます。

そして，今回の部会資料でも，こういう書き方が適切か分からないのですが，被相続人の普

通裁判籍の所在地という書き方になっており，それは人の普通裁判籍と同じだという理解な

ので，あえて人の普通裁判籍について詳細に書かなかったということで書かせていただいた

ものでございます。

○髙橋部会長 現行法の国内管轄の規定と違って，財産があるかどうかを問わないという，９

ページに書かれている説明ですが，このあたりもいかがでしょうか。もともとかどうか分か

りませんが，ドイツ法はそうだということです。

○山本(弘)委員 むしろこの研究会の報告書にあるように，必ずどこかで裁判できるというこ

とを保障する必要があるからだという理由づけのほうが適切かなという気がしなくもないの

です。私がドイツの相続法に詳しいわけではないのですが，確か金銭債務のような可分債務

でもある時期までは連帯債務なのですね。だからこの「なお，連帯債務であるときは」とい

う書き方をしているのは，遺産分割が終わると分割債務になるということがまず前提として

あって，かつドイツ法は日本と違って併合請求の裁判籍がないので，連帯債務であっても本

来は各連帯債務者の普通裁判籍に行かなければいけないのを，相続のような非常に共同性の

強いものについては全員を１個の訴えで訴えられるようにしようという配慮があって多分こ

のような条文になっているのではないかと思われるので，これはかなり特殊ドイツ法的なも

のなのですね。

ですから，複数の人間がいるときに１個の訴えで１か所で訴えられるようにすることが望

ましいというのは，日本法における理屈としては必ずしもかみ合っていない，日本法だと併

合請求の裁判籍で行けたりするわけですから，なぜこういう普通裁判籍と合わせた規律をす

るかといえば，やはり死んだ人の財産の後始末として，生きているときと同じように必ずど

こかで受皿をつくっておかなければならないからだという書き方をするのがいいのかなと思

います。ただ，おっしゃるとおり，相続に関する事件を限定してしまっていますので，その

説明が果たして整合的なのかという別の問題が出てきてしまうわけです。

○道垣内委員 その相続に関する訴えの内容なのですけれども，研究会の案ではそこを漠然と

相続に関する訴えと書いていたところ，本日の資料では，民事訴訟法と同じような表現にな

っています。これは先ほどの会社等に関する訴訟の場合とは違って，外国人の相続の事件も

当然入ってくるわけで，余り細かく書くとうまくいかない可能性があるように思うのです。

そういう質問の仕方をしてもお答えになりにくいかもしれませんけれども，これで訴訟類型

のすべてがカバーできているのでしょうか。

○佐藤幹事 逆に言うとカバーできていない範囲があれば，一体どういうものが問題になるの

かということが問題なのですが，その点について，相続に関する訴えという言葉を使ってい

る法令上の用例があまりなくて，概念が必ずしも明確でありませんでした。ですから，逆に

言うと民事訴訟法の規定に加えて入れなければいけないものがあれば，それをどのように法

制上表現していくかという話なのかなと考えていたものです。

○高田委員 今の御質問との関係になるかと思いますが，これは外国人も含まれると思います



25

ので，多分適用すべき準拠法は法の適用に関する通則法によって定まるということでござい

ましょうから，「相続開始の時」の解釈が恐らく問題となり得ると思うのです。山本弘委員が

おっしゃったように，一つにそろえるということであればどこかで確定していなければいけ

ないのですけれども，これは解釈にゆだねるのか，準拠法で定めるかという点についてちょ

っと疑問に思いましたので，一言だけ申し上げておきたいと思います。

○髙橋部会長 先ほどの役員としての資格に似た問題がありましたが，それは検討させていた

だきます。国際民事訴訟法上の概念なのか，法の適用に関する通則法のほうに持っていくの

かですね。

法制的な問題が確かにあるようですが，ほかにいかがでしょうか。

それでは，道垣内委員の御指摘のように，我々の近隣の国で日本法にないような相続に関

する訴えがあるのかどうかも調べなければいけませんが，宿題とさせていただきまして，９

ページ，１０の債務不存在確認の訴えに移ります。まず説明をお願いします。

○斎藤関係官 部会資料９の９ページ，１０の債務不存在確認の訴えについて，本文は特段の

規定を設けないとすることを御提案しています。

債務不存在確認の訴えについては，いろいろな裁判籍を原因として主張されることが考え

られますが，例えば義務履行地として提起する場合，あるいは不法行為地として提起する場

合，さらには財産所在地として訴えを提起する場合等が考えられます。

その対象となる債務の種類や，その訴訟で原告が主張する裁判籍というのは，債務不存在

確認の訴えとしても中身は様々であると考えられます。そうすると，日本の裁判所に国際裁

判管轄が認められるかどうかというのは，当該訴えに係る債務の性質，裁判籍の趣旨等に従

って判断されると考えられ，そういった観点から，本文では，債務不存在確認の訴えについ

ては各裁判籍の解釈にゆだねることとして，特に債務不存在の確認の訴えとしては規律を設

けないことを御提案しています。

御審議をよろしくお願いいたします。

○髙橋部会長 いかがでしょうか。先行する条約等でも特別の規定は置いていないということ

で，広い意味の解釈論だろうということですが。よろしいでしょうか。

特にないようですので，今度は１０ページの第３，合意管轄，応訴管轄について一括して

御説明，御審議をお願いいたします。

○日暮関係官 御説明させていただきます。部会資料９の１０ページを御覧ください。

合意管轄につきましては，本文で①から⑦までございますので，順に説明させていただき

ます。

まず，本文①ですけれども，本文①は，国内裁判管轄の規律と同様に，第一審に限り，当

事者が合意により管轄裁判所を定めることができるものとすることを御提案するものでござ

います。消費者契約関係の訴え，それから労働関係の訴えにつきましては，別途規律を御検

討いただくため，こちらの本文の対象とはしておりません。

続きまして，本文②でございますが，こちらは，日本の裁判所を管轄裁判所とする旨の合

意がある場合であっても，日本の法令，具体的には国際民事訴訟法によった場合に，外国の

裁判所の専属管轄に属すべき場合には，管轄合意の効力を否定し，日本の裁判所の管轄を認

めないこととするという趣旨で御提案させていただくものでございます。

続いて，本文③でございますけれども，本文③につきましては，国内裁判管轄の規律と同
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様の趣旨から，管轄の合意の対象を一定の法律関係に基づくものに限り，合意の方式として

書面によることを要件とすることを御提案するものでございます。

１２ページの（参考）の１に書かせていただきましたけれども，こちらで御提案させてい

ただいております合意の方式は国内の民事訴訟法第１１条第２項についてと同様の解釈を採

ることを前提としております。

続いて，資料の１２ページから１３ページにかけての本文④と⑤の補足説明についてでご

ざいますけれども，こちらは書面でしたものとみなす場合についての規定でございます。

まず，本文④ですけれども，契約を書面でした場合に，管轄合意が記載された別の書面を

当該契約の一部を構成するものとして引用する場合には，管轄合意が記載された別の書面を

添付してない場合であっても管轄合意の書面性を満たすことにするということを御提案する

ものでございます。

続いて，本文⑤ですけれども，こちらは管轄の合意が電磁的記録によりされた場合につき

まして，こちらも書面によりされたものとみなすことを御提案するものでございます。

続いて，本文⑥ですけれども，こちらは仲裁法第１３条第６項に同様な規定がございます

けれども，管轄合意を含む契約について，管轄合意以外の条項について無効又は取消事由が

ある場合であっても，管轄合意の効力には当然には影響を及ぼさないこととすることを規定

するものでございます。

最後に，本文⑦ですけれども，こちらは二つの案を御提案させていただいております。

まず，甲案の考え方は，当事者が別段の定めをしない限り，専属的な管轄を定めたものと

みなすべきである，そういう規定を設けるという考え方でございます。こちらは，当事者の

通常の意思は，指定した裁判所で訴訟しようという趣旨であるということを根拠にしており

ます。

もう一つ御提案させていただきます乙案は，専属的管轄とする旨の明示的な合意がない限

りは，付加的な合意をするのが通常であるということを根拠といたしまして，特段の規律を

設けないこととする考え方を御提案するものでございます。

続いて，１４ページ以下に（注）を三つつけさせていただいておりますので，そちらを御

覧いただければと思います。

まず，（注１）ですけれども，こちらは，外国の裁判所に専属管轄を付与する合意がされた

と主張されて，日本の裁判所の国際裁判管轄が争われた場合に，その管轄合意が有効と認め

られるためには，当該事件についてその外国の裁判所に管轄が認められることを要するのか

どうかという論点についてどのように考えるかということでございます。

（参考）の１に書かせていただきましたこの点に関します最高裁昭和５０年の判例は，外

国の裁判所が当該事件につき管轄権を有することは必要であるけれども，当該外国の裁判所

が同種の専属管轄の合意を有効と判断することまでは要しないという判断がされているとこ

ろでございます。

続いて，（注２）ですけれども，専属管轄を付与する合意について，それが甚だしく不合理

であって公序法に反するなど，事案における具体的な事情により，合意の効力を否定すべき

場合があるかどうか。あり得るとしたらそれがどのような場合かについて御議論いただきた

いということでございます。それにつきまして考えられる見解としましては，（参考）の１に

掲げさせていただきました三つの考え方があり得るかと存じます。
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続いて，（注３）ですけれども，こちらは（注２）と異なりまして，専属管轄を付与する合

意が有効であることを前提といたしまして，日本の裁判所に専属管轄を付与する有効な合意

がある場合であっても，日本の裁判所の管轄を否定すべき場合があり得るかどうか，あり得

るとした場合に，それがどのような場合かについて御議論いただきたいということでござい

まして，この点について考えられる考え方を記載させていただきましたのが（参考）で，三

つ掲げさせていただいております。

以上が合意管轄でございます。

続きまして，１５ページの応訴管轄に移ります。

応訴管轄につきまして，まず本文で１点訂正させていただきたいのですけれども，本文の

ただし書ですが，本文全体からいいますと下から２行目，中ほどにあります「外国の裁判

所」のうち「裁判所」を削除していただいて，「管轄の原因が外国にあるときは」と訂正させ

ていただきたいと存じます。

こちらにつきましては，国内裁判管轄と同様の趣旨から応訴管轄を認めることとすること

を御提案させていただくものでございます。本文のただし書につきましては，民事訴訟法第

１３条第１項と同様の趣旨でございまして，専属的管轄合意は含まれないことを前提として

おります。条文の書き方につきましては，また別途検討させていただきたいと思いますけれ

ども，御提案させていただいた趣旨は民事訴訟法第１３条第１項と同様だということでござ

います。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○髙橋部会長 それでは，まずは合意管轄のほうからお願いいたします。

○手塚委員 ここはいろいろな問題点がありまして，まず確認からお願いしたいのですけれど

も，①の合意による管轄裁判所を定めることができるというのは，日本を管轄裁判所として

する合意と，外国の裁判所を指定するのと両方入る趣旨だと思うのですけれども，②のほう

で，日本の法令によれば日本の裁判所の専属管轄になるような場合には①は適用しないとい

うのは，これは外国を指定する合意についてだけ言っていて，ということは，ごめんなさい，

②は日本の裁判所を指定する合意があっても，日本の法令だと，日本の専属管轄になるよう

な管轄原因が外国ならばそれは認めないということなので，②は外国の裁判所を合意管轄で

指定していても，日本の法令に日本が専属管轄だと書いてあったら認めないのだということ

は，②には書いてないのですけれども，それは専属管轄のほうを定めた規定の当然の効果だ

から書く必要がない，こういう理解でよろしいのですか。

○日暮関係官 それで結構かと思います。

○手塚委員 それはそれとして，実務感覚で言うと，この①から⑦に書いてあるところも大事

だと思うのですが，むしろ（注１）と（注２）に書いてあることのほうがよく問題になると

思うのです。つまり，外国の裁判所を専属的合意管轄と定める合意があるが不合理だとか，

あるいは契約全体が詐偽，錯誤だとか，そういうような理由で不法行為地だとか義務履行地

みたいな，ほかの管轄原因を理由に日本で訴訟が提起されて，外国を専属管轄として指定す

る合意の効力が争われる例のほうがむしろ多いし，問題がよりシリアスのような気がいたし

ますので，立法するのであれば（注１）と（注２）のところは手当てをしていただくべきで

はないかと思います。

具体的には，当該外国裁判所が管轄権を有することが必要かどうかという点と，当該外国
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が事件と何らかの関係を有することまで必要かという点と，著しい不合理等によって管轄合

意を否定する範囲はどこまでかということだと思うのです。

それで，それぞれについて弁護士会でもいろいろ議論があったのですけれども，私が一番

気にしているのは，最高裁の昭和５０年判決で著しい不合理だということで外国の専属合意

管轄を否定する範囲が文言上国際水準からすると狭いのではないかという問題意識を持って

いて，アメリカのこの問題についてのリーディングケースである，ザパタ判決ですと，著し

い不合理ではなくて，「アンリーズナブル」というような基準を使っておりまして，実際には

いろいろな角度から何がアンリーズナブルかというのは随分広い，アンリーズナブル・アン

ド・アンジャストだという場合が管轄が否定されるべき場合なのですが，ではどういう場合

かというと，管轄条項が詐偽だとか濫用的行為等の理由で無効であるとか，あるいは管轄合

意条項の不合理性について当事者が立証した場合，その後の判例などを見ますと，その地に

おける訴訟がアメリカから見て外国裁判所を指定する合意がアメリカの原告にとって極めて

困難かつ不便であって，実際上裁判をする機会を失われたに等しいときとか，アメリカの公

序が関係するような事件，具体的には独禁法が問題になるのに，海外でやれということにな

るとアメリカの公序的法律の規定が潜脱されるとか，結構広く見ているのですね。ですから，

最高裁の昭和５０年判決は余りそういうところは問題にならなかった事件なので，言い方を

非常に厳しくしてしまったと思うのですけれども，立法するのであれば，今回そこまで，あ

る程度不合理だというところを類型化するとか，あるいは今までの文言，公序法に違反する

等というのをもう少し広くしたほうがいいのではないかなと思います。

○横溝幹事 手塚委員のお話と重なるところが多いのですけれども，私も（注１）のところで

最高裁の昭和５０年判決とは違って，外国での管轄があるかないかということを考慮しない

という御提案だと思うのですけれども，それには問題があるのではないかなという気がいた

します。

すなわち，繰り返しになるかもしれませんが，ある外国に対して専属管轄が付与された合

意があるとして，それを理由に我が国で国際裁判管轄を認めなかったときに，当該外国では

やはり裁判ができないということになりますと，国際的な裁判拒絶という現象が発生してし

まうわけです。そういったことをなるべく避けるためにも，この場面では当該外国に国際裁

判管轄があるかないかという点をチェックせざるを得ないのではないかなという気がいたし

ます。

それと同じ観点から，（注２）でも，例えば外国について専属管轄を付与する合意につきま

して，先ほど手塚委員もおっしゃっておりましたが，それが実質的な裁判拒絶に当たるよう

な場合には，合理性を欠くということでその管轄合意を認めないという選択もあるのではな

いかと考えております。

以上です。

○山本(克)委員 今の点ですけれども，確かに国際的な裁判拒絶が起こってはならないのは，

おっしゃるとおりなのですが，当該外国の判断を経ずして日本の裁判所が抽象的に議論する

ことが適当なのかどうかということは考えておいたほうがいいのではないでしょうか。つま

り当該外国裁判所において却下された場合には効力を認めないという選択肢も中間的な解決

として別途あり得るわけですね。ですからその程度でいいのではないでしょうか。外国の国

家行為を予測して，国際管轄合意がそれに左右されるというのはかなり難しくて大変なこと
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なのではないのかなという気がいたします。

○山本(和)幹事 研究会の報告書を見ると，その問題は当然意識されたと思うのですけれども，

結局外国裁判所が管轄を有しないような場合には，緊急管轄などの規律に基づいて対応すべ

きであるとの見解が大勢であったとなっていて，大勢だったかどうか記憶はないのですけれ

ども，この記述を信用すれば，緊急管轄のほうがどうなるかにもかかってくると思うのです

けれども，そちらのほうの問題でということであったのではないかと思います。

○手塚委員 緊急管轄をそれほど頻繁に認めていいのかという疑問を私は持っていて，実際は，

例えばアメリカのフォーラム・ノン・コンビニエンスのときなども，要件としては，アメリ

カに管轄は一応あるのだけれども，それを却下する一つの要件として，ではほかの国できち

んとやるということについて，被告は認めなさいというのが要件になったりするわけです。

だから実務運用としては，私は専属管轄の合意の要件として最高裁判決で言っている当該外

国が別に管轄合意を有効だと認めるまでの必要はなくて，何らかの管轄原因によって管轄を

認めることが要件になっていても，ではそこの要件があるかどうか争いになりそうならば，

被告に対してあなたは争うつもりですかと聞けばいい話ですね。それで上申書などを出して

争いませんからと言ってその要件をつぶせばいいのではないかと思うので，何でもかんでも

緊急管轄に持っていくよりはそちらのほうが実務的にはやりやすいのではないかなと思いま

す。

そうしないと，結果が出るまで管轄があるかどうか分からないという制度になって，私は

非常によくないと思うのです。外国の裁判所がどう言うか分からないうちは緊急管轄かどう

かも分からぬ，では中止するのかというのはちょっとどうかなと思います。

○古田幹事 手塚委員がおっしゃったことの補足ですけれども，現在の実務においては，国際

的な専属管轄合意については，昭和５０年の最高裁判決を前提に議論がされています。ただ

国内の専属管轄合意については，平成８年の民事訴訟法改正のときにかなり制限的な扱いが

されまして，例えば専属管轄合意があってもなお裁量移送が可能であるというような仕組み

になっているのです。今回，国際裁判管轄の立法をするときに，この昭和５０年の最高裁判

決をそのまま維持する前提で立法するのか，あるいはそのルールを変えるのかというところ

は，ある程度はっきりさせておいたほうがよいのではないかと思います。

その際に，外国裁判所の管轄があることを要件とするかどうかという議論はもちろんある

でしょうし，あるいは外国裁判所の管轄があることを前提にして，それでも管轄合意が無効

になる場合として，甚だしく不合理な場合に限るのか，手塚委員がおっしゃったようなアン

リーズナブルな場合ぐらいに落とすのかというところは議論があるのでしょう。その点は今

回の立法の過程である程度明示的に議論をして，条文としても何らか手掛かりを残しておく

ことが実務の要請としては必要なのではないかなと思います。

○道垣内委員 ①に今の点をどう書くかということだと思うのですけれども，今の案で条件と

されているのは第一審に限りということです。これは，国内の合意管轄の場合と同じ書き方

です。例えば事物管轄に関して，簡易裁判所では扱えない事件なのに当事者が東京簡易裁判

所を指定すると困るわけですね。①の要件は外国裁判所を専属管轄とする合意の場合も含む

ので，それぞれの国における事物管轄，例えば特許の専門の裁判所に通常事件の管轄合意を

してしまうような場合の対処を含める趣旨で，①のワーディングは，一つの案ですけれども，

第一審に限るのではなくて，合意により指定された裁判所が裁判管轄権を有する場合に限る
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というふうに書いていただければ私としてはハッピーです。この点，横溝幹事を始めとして

おっしゃったのと同じでありまして，当該裁判所は管轄を持たなければならないということ

は①の要件に書くべきではないかなと思っています。

○山本(克)委員 道垣内委員にお伺いしますが，今の御意見の前半ですけれども，どういう合

意をせよということになるのですか。

○道垣内委員 その国で管轄が認められるような裁判所を特定して合意するか，あるいはその

ような特定はしないで，例えば東京に所在する裁判所と書くのなら，それはそれで結構です。

○山本(克)委員 日本に所在する裁判所というのは駄目だということでしょうか。

○道垣内委員 そのように書くのも結構だと思います。私が申し上げたのは，特定の裁判所を

名指しで指定する合意の場合で，実際その裁判所には事物管轄がなく，裁判ができないかも

しれないわけですね。その結果，その裁判所がどこかに移送したりするのであればまた話は

別ですが，先ほど申し上げたワーディングが難しいというのは，国単位で指定する場合と当

該国の特定の裁判所を指定する場合とを分けて書くのか否かということにもかかわると思い

ます。いずれにしましても，①の第一審に限りという要件だけでは済まないのではないかと

いうことを申し上げた次第です。

○山本(克)委員 私は特定の裁判所を指定するところまで国際裁判管轄の関係では必要がない

と思っておりまして，国さえ指定すればいいと考えております。それ以上の部分は，書いて

あればそれは国内の土地管轄及び事物管轄に関する合意管轄だと考えればいいわけなので，

書くことは妨げませんけれども，日本の裁判所さえ指定しておけばいいと思います。日本の

どこかの裁判所という趣旨で指定されていれば管轄合意としての効力を認めていいのではな

いでしょうか。体系的には，特定の裁判所まで指定するとなると，国内の管轄までこの法律

が立ち入るということになって，やや整合性を欠いてくるところがありますし，そういうの

は，実務的にそのようなことはないと必ず反論されるわけですけれども，それは理屈の順序

の問題でそう考えるべきだと言っているだけですので，私はそうした方がいいのではないか。

あとはもう国内管轄の規律，それは法定管轄になる場合もあるし合意管轄になる場合もある

でしょうから，そこに任せればいいのではないかなと思います。

○青山委員 手塚委員が最初に確認したこととも関係しますけれども，この文言から読みます

と，①は日本の裁判所を管轄裁判所と定めた場合もあり，外国の裁判所を管轄裁判所と定め

る合意も①には入るのですね。それから③，④，⑤もどちらの合意をした場合もこれが適用

される，しかし，②だけは日本の裁判所を管轄裁判所とした場合にのみこの文言が適用され

るという形式になっていると思います。

それで，法律の定め方ですけれども，今までのところは，日本の国際裁判管轄はどこまで

あるかという形でずっと規定をしてきているわけです。応訴管轄のところはもちろん日本に

しか発生しませんからそういうことになります。ただ合意管轄の場合は外国に管轄が発生す

る場合もあるし日本の場合もあるということなので，両方について等分に目配りをして書く

のか，それとも日本の裁判所に管轄があるということを前面に出して，そして⑦のような形

でそれを応用して，表と裏は完全に対応するような形になると思いますが，書くのかという

ことがまず最初にあったほうがいいのではないでしょうか。両方一緒に合意管轄のところだ

けは両面的に規定することができるのかどうかというのは，私としては入口のところで戸惑

いがあるので，体系的に考えても，まず日本の国際裁判管轄はどこまで及ぶのかというとこ
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ろを前面に出して書いたほうが体系的なのではないだろうかという感じがいたします。

ただもちろん，外国の国際裁判管轄のこともこの分野で重大なことは言うまでもないので，

それをどういう形で書くのかが問題なのかなと思っております。

○山本(克)委員 少し後戻りするのですが，②の書き方なのですけれども，Ａ国を指定する合

意管轄をしたけれども，日本の法令によればＢ国に国際裁判管轄があるという場合は②で排

除されるというふうに読めという趣旨だということなのでしょうか。つまり今一応①が双面

的だということでお書きになっているのだとすると，それが入っていないと駄目だというこ

とになるように思うのですが。

○佐藤幹事 書き方としてどう書くのかというところはあろうかと思います。確かに，双面的

に書くのか，一定の場合には日本の裁判所に国際裁判管轄があると書くのか，また少し統一

的になるように検討したいと思います。

○髙橋部会長 表現はともかく，趣旨はＡ国を指定する合意があったとしても，Ｂ国に専属管

轄があると日本法に書かれているような場合は駄目だということですね。

①に関しては，昭和５０年最高裁判決のように，向こうに行く国のほうに管轄があること

を要件として書いておくかどうかということですが，書くべきだというお考えと，外国の裁

判所がどう判断するかを日本の裁判所が予測することは困難だから書かないでおいて，最終

的には緊急管轄等で何とかなるのだというお考えと，それからそんな大げさなことを考えて

いるわけではなくて，被告がその予定された国で管轄を争う意思はないということを確認す

れば，もうその国で管轄があるのだと認定してよいという，このぐらいのことを考えている

のだから，やはり要件として書いておけ，こういうぐらいのお考えでしょうか。

厳密に言うと，国際裁判管轄が職権調査事項か職権探知事項か，国によって違うかもしれ

ませんから，被告が争点にしないと言ったとしても，争点になるかどうか分からないという

理屈はあるのですが，その辺はともあれ，絞られてきたのは，外国が管轄を持つということ

をかなりきちんと認定するか，そうでなくてもいいから要件としては書いておけ，そういう

あたりでしょうか。

（注１）に関してはそういうことで，古田幹事が言われましたように最高裁の昭和５０年

判決をどう考えるかというのは，確かに立法の過程で明らかにしておいたほうがいいのです

が，（注２）も先ほど来御議論がありましたように，甚だしく不合理とまで言ってしまうか，

もう少し弱くしておくかというあたり，こちらはいかがでしょうか。

○手塚委員 実は弁護士会の中でも，この専属的な外国の合意管轄，裁判所を定める合意につ

いて，当事者が合意したのだから広く認めよう，仲裁合意と同じようなものだという考え方

で，例えば分離独立性，セパラビリティーについても同じように認めていいという考え方の

方もおられる反面で，私などはむしろ違うのではないかなと思っていて，当事者が合意して

いるからなるべく広く認めようというほど話は単純ではないと思っています。その大きな理

由の一つは，国際民事訴訟の分野では，基本的にはニュートラルなところでやりましょうと

いう合意はあまりないのです。どちらかに一方的に有利で，かつ裁判官はどちらかの国の人

だけなのです。仲裁のように交じっているということはないし，あと審理についても，仲裁

ならば仲裁廷がニューヨークでも香港でもどこでも飛んでいってヒアリングだけそこでやる

ということは幾らでもやりますけれども，やはり国家主権の問題があるから，ニューヨーク

で裁判だと言ったらニューヨークで基本的にはやるわけです。裁判官もみんなアメリカ人で
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す。だからどちらかというと，中立などちらにも一方的に有利ではないところでやるという

合意を尊重するのとは違うのだと思うのです。本質的にどちらかに有利になっているという

ことがあって，かつ実際上もやはり，商社ではなくても，英語がよく読めないのだけれども，

がんと契約書を渡されて，よく見たら管轄が入っていたとか，意外と後でほぞをかむ例が多

いのです。

ですから私は，仲裁合意と違って，例えば分離独立性などについても，それほどリベラル

に，ではとにかく仲裁条項とあるのだから，その仲裁条項そのものがだまされたとか，そう

いう非常に重大な場合以外は，とにかく合意された外国裁判所へ行って，そこで管轄合意の

有効性を争ってこいというほどの問題でもなくて，もう少し日本の裁判所が主導権を取って，

本当に日本でやらなくていいのかということをきちんと判断した方がいいのではないかと思

っているのです。その意味でも，先ほどの合理性というのは，昭和５０年最高裁判決のよう

な書き方だとちょっとどうかなと思います。

それから，海事の専門の先生の意見をお聞きしたときに，世界の流れとして，荷主保護と

いうのがあって，運送会社のほうの定める約款の中に，荷主保護の弱いルールとか，その国

の裁判所の指定があるというときに，最高裁判例だとそれが公序法に反すると言わないと専

属管轄の合意に従うことになるので，本当にそれでいいのかと思います。最高裁判決をアン

タッチで残してしまうと，これはもう大法廷で変更しない限り変わらないので，もし緩める

としたら立法で今変えるしかないとおっしゃっている方もいました。なので，そこの点はや

はりよく議論していただきたいと思っているのです。最高裁判決のほかの部分，例えば書面

性について国内のものより少し緩く解しているところはいいと思うのですけれども，合理性

の基準のところだけはどうかなと思っております。

○古田幹事 テクニカルな話なのですが，この①の書きぶりなのですけれども，管轄裁判所を

定めることができるという書き方になっていますが，今回の立法は日本の国際裁判管轄の範

囲を決める立法ですので，先ほど青山委員がおっしゃったように，例えば日本の裁判所を管

轄裁判所とする合意があれば，それが付加的なものであっても，専属的なものであっても，

ほかに管轄原因がなくても日本は国際裁判管轄を有する，という観点からの規律があります。

もう一つの系統としては，外国の裁判所の専属管轄とする合意があれば，日本にほかの管轄

原因があったとしても日本の裁判所は国際裁判管轄を有しない，という観点からの規律があ

ります。今回の立法に際しても，管轄合意に関する規律をそういう二通りのカテゴリーに分

けて，それぞれのカテゴリーについてどういう場合にその合意が有効なのかというふうに，

別に議論していったほうが，立法としては分かりやすいのではないかなと思います。

○山本(克)委員 今の御見解で，違う要件というのはどこに出てくるのかというのがもう一つ

よく分からないのです。要件面で，方式面それから実質面の要件で違うところがどこなのか

というのがもう一つよく分からなくて，あるとすれば先ほど来議論されています外国を指定

する専属的合意管轄において，当該外国が管轄を有するかどうかという１点だけしか私には

思い浮かばないのです。ですから，それだけのためにわざわざ二つに分ける必要があるのか

どうかということで，私はむしろ双面的に規定した方がいいのだろうと考えております。

○古田幹事 多分おっしゃるように違いというのはその点が主なものだと思いますけれども，

その点を明確にするために私はむしろ分けたほうがいいのではないか，そのほうが条文を読

んだ人が分かりやすいのではないかと思います。



33

○佐藤幹事 それは多分法制的な面だと思いますので，分かりやすさをどこまで重視するかと

いう点もございますが，実質的な規律がどれだけ違うかというところが最初の問題点ではな

いかと考えます。

○古田幹事 ②で，外国に専属的な管轄原因があるかどうかの判断を，当該外国の法令ではな

くて日本の法令ですると言っていることの趣旨なのですけれども，例えば非常に専属管轄の

多い国があったとして，その国の基準で言うとその外国に専属管轄があるのだけれども，日

本の基準ではそれは専属的なものではない，したがって日本の裁判所を管轄裁判所とする合

意は有効だ，そういう趣旨であればそれは確かにそのとおりだろうと思います。しかし，逆

に専属管轄が非常に少ない国というのがあって，その国の基準で言えば専属管轄の事件では

ないのだけれども，日本の基準で言うとそれは専属管轄の事件なのだから，日本の裁判所を

管轄裁判所とする合意があったとしても，それは日本では効力がないのだという趣旨も含む

とすれば，そこまでやる必要が本当にあるのだろうかという点は若干疑問に思います。

○手塚委員 実務的にこのまま立法されたら結構みんなショックを受けるのではないかと思う

のが，要するに非専属であると書いてないのならば専属だという部分です。これは研究会で

も私は，いやそれは実務感覚とちょっと違うのではないでしょうかと申し上げたのですが，

多分大勢は逆でございました。それで，もう少し正確に言うと，専属的と書いていないと，

いやこれは非専属的なんだと言われるリスクはあるとアドバイスしておかないとマルプラク

ティスになりますよというのが実務感覚で，書いていないのならば必ず非専属になるとまで

私も思ってないのです。

具体的な事案で言いますと，本契約の当事者は，ここに本契約の一切の条項の違反に基づ

く一切のコモンロー上及びエクイティ上の請求の提起について，その適切なる裁判地がペン

シルバニア州エリー郡にあることを合意する。"agree that's a proper venue for"何とかは，

"shall be in Erie county Pennsylvania"というのについて，これは非専属的管轄を定めた

にすぎないのだという判例が一応あるので，"proper venue shall be"どこどこだと書いてあ

っても非専属的になることはあるということを一応念頭に置いた上で，きちんと専属的であ

ると書いておいたほうがいいですよと言ったりとか，あるいは相手の力関係が強くてなかな

か細かい交渉ができないときに，たまたま専属かどうか書いてないのならば黙っておいて後

で争うとか，そんな感じで実務は動いてきています。それを今，変えたとすると，では遡及

効があるのかどうかが結構問題になりますね。だからちょっとそこはよく考えていただきた

いと思います。

○横山委員 管轄合意自体の有効性はどこの国の法律でやるのかとかいう議論まで定められて

いないので，本当にこれはフレームワークで，しかも要注意点が述べられていると理解して，

このままで規定になるとは必ずしも思っていないのです。この大筋が決まっているとは思う

のですけれども。

それで，今日，私が一番知りたいことは，この中で考え方が分かれている甲案と乙案につ

いて，研究会の席でも専属管轄として管轄合意を推定するなりみなすというふうに考えるの

か，そうではなくて付加的なものと考えるのかという点については，私は基本的にはビジネ

スをやっておられる方がどういうふうに通常考えられるのかで決まるのではないかなと思っ

ておるのです。それで今日は是非お聞きしたいと思っております。どんなふうにビジネスの

世界では管轄合意というものを考えておられるのか，もしニューヨークの裁判所で紛争を解
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決するという合意をしたときに，これはニューヨーク州の裁判所だけが管轄権を持つと理解

するのか，それとも少なくともニューヨークで訴えを提起したら当事者としては管轄権につ

いては争わないというだけの話なのか，どちらなのでしょうか。

○手塚委員 実はいろいろな書きぶりがありまして，本契約から生じた一切の争いは”shall

be subject to the jurisdiction of New York"などと書いてあれば，それは読み方によっ

てはその事件はニューヨークの裁判所の管轄に服するとしか書いていないので，エクスクル

ーシブリーと書いていないのだから，ノンエクスクルーシブかなという読み方はフィフティ

ー・フィフティー以上にあり得るというのが実務感覚だと思うのですけれども，先ほどの"Er

ie County"については，"proper venue shall be Erie"と書いてあるのに，ノンエクスクル

ーシブに読むというのは驚きなのです。けれども，そういうふうに読む外国の裁判所はある

わけですから，実務的にはきちんとエクスクルーシブと書いておかないと，エクスクルーシ

ブにならない可能性があると言ってきています。ではそれを前提に今度はっきり書くのか，

私はむしろ書いたほうがいいのではないかと思っているのですが，書くのならばそういう前

提でやってきた人たちに対して遡及させるのかどうか，ここをきちんとしていただきたいと

思います。

○山本(克)委員 今の遡及効の件ですが，平成８年の民事訴訟法の附則第４条第２項で，施行

前にされた合意については従前の例によるとして，遡及効を認めておりません。当然今回の

国際合意管轄について何か立法するにしても，それは当然そうなるのだろうという了解でよ

ろしいのでしょうね。

○横山委員 手塚委員の御意見は前々から伺っているので，経済界から来ておられる方の御意

見をお聞きしたいと思うのですが。

○松木委員 基本的に，先ほど手塚委員がおっしゃっていましたけれども，専属管轄というと

きにはエクスクルーシブときちんと書きます。書かなければそうではないというふうにされ

てしまうリスクが常にあると理解しています。

○中原委員 金融取引も先ほど松木委員のおっしゃったとおりです。

○古田幹事 今の点ですけれども，基本的には合意条項の意思解釈の問題だろうと思います。

ある管轄合意を付加的なものと解するか専属と解するかという点は，やはり実務感覚として

は，手塚委員がおっしゃったようにエクスクルーシブとはっきり書いていないと，付加的な

管轄合意とされるリスクは相当あるという感覚でやっております。

ですから，今回の⑦の甲案が原則として専属とみなすというのは行き過ぎだろうと思いま

す。専属と推定するというぐらいであればまだいいのかなとも思いますが，ただ実務感覚か

らいうとそれも行き過ぎでしょう。実務感覚はむしろはっきり専属と書いてなければ付加的

と推定する，そういう感覚でやっているのではないかなというのが私の理解でございます。

○横山委員 今日経済界からの代表は，お金を貸す側に回る大企業です。貸す側はどちらかと

いうと付加的と理解されるのが自然かと思うのですが，これは大体どのような規模の事業者

でも同じように考えて，債務者に回る場合も日本の企業で当然起こってくると思うのですけ

れども，すべて大体ビジネスの規模を問わず言い得ることなのでしょうか。

○古田幹事 私どもの依頼者は中小企業もありますけれども，大企業，中小企業を問わず同様

の助言をしております。

○石橋委員 私の会社の取扱いについては，あまり承知していないので，調べてみたいと思い
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ます。

○道垣内委員 ２００５年の管轄合意条約には別段の合意がない限り専属管轄合意とみなすと

いう規定が入っているのですけれども，アメリカもこのみなし規定には反対はしておりませ

んでした。ほかの論点がたくさんあったからということはないと思うのです。英米系の国は

もともと自分の管轄を排除する合意に対してはけしからぬという態度であるのに対し，わざ

わざ選択してくる合意はウエルカムというのが基本的な姿勢だと思います。いずれにしても

各国で各時代に様々な扱いがされてきたと思います。日本で今どう規定するかということに

ついてですが，仮にみなすと書くのは強過ぎるとされるとしましても，どちらかの方向に推

定されるのかを示しておくことが行為規範としてはあるべき姿ではないかと思っていまして，

一歩下がって推定するでもいいですので，何か定めを置いたほうがいいのではないかと思い

ます。

○手塚委員 確かに条約でそうなっているのですけれども，私は条約で，みんながそういうル

ールならばそれでいいのですけれども，先ほどのアメリカのように"proper venue shall be"

と書いてあっても，非専属的だという国がある中で，日本がそういうルールでいいのかなと

いうところをまず考える必要があって，それは先ほどの仲裁と国際的な専属合意管轄の違い

の問題でもあるのですが，アメリカのように自分の国の強行法規の適用を拡大するために専

属的管轄を狭く解しようという国がある中で，日本が仲裁と同じでというのはやはりちょっ

と違うと思います。仲裁はアメリカやイギリスなどでもある程度プロアビトレーションにや

っていますから，そういう中で日本だけ違うことをするのはよくないと思いますけれども，

国際裁判管轄とはまだ国によってかなり広く認めるところと狭いところとあるのではないか

と思うので，その中で日本がリベラルに認めてしまっていいのかというところを考える必要

があると思います。

○髙橋部会長 ここはまだ調べようという委員もいらっしゃいますので，今日はこの程度にい

たしまして，では別の観点から御議論をお願いします。

○横溝幹事 先ほど手塚委員がおっしゃった合理性のない場合の範囲の話ですが，御懸念はよ

く分かるのですけれども，一方でそこを非常に広くしていってしまいますと，管轄合意の利

点である当事者の予測可能性が逆に失われていくということにもなると思います。なので，

不合理かどうかという範囲ではなくて，そもそも最初に管轄合意として認めるものの範囲自

体を狭めてしまう，例えば船荷証券の裏に小さく書いてあるような場合なども，そもそも最

初から管轄合意として認めずに，書面で両方が証明しなければ駄目だ，そういうように入口

の段階で排除してしまうほうがいいのではないかなという気がいたします。不合理かどうか

の判断に関しては，逆に，先ほど申し上げましたが，実質的な裁判拒絶のような場合に当た

るというようなぐらい限定的に考えると，予測可能性も一応確保されるかなという気がいた

します。

○山本(克)委員 今のお考えは④のような組入れはやめましょうということになるわけですか。

○横溝幹事 はい。

○山本(克)委員 中原委員にお伺いしたいのですけれども，ＩＳＤＡのモデル契約等には管轄

条項は入っているのでしょうか。

○中原委員 本文部分には入っていませんが，スケジュール部分で規定するようになっていま

す。
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○始関委員 今の横溝幹事の御発言は，船荷証券の裏に書いてあるのは合意管轄を認めるべき

ではないということをおっしゃったと思うのですが，それは海商実務に反するのではないで

しょうか。船荷証券の裏に管轄条項があるのは言わば当たり前のことであり，普通の船荷証

券にそういうものがあるとされていると思いますので，そこは問題なのではないかと思いま

したけれども，いかがでしょうか。

○手塚委員 基本的には船荷証券というのは荷受人との間の契約ではないと思うのですけれど

も，実務的には荷受人も縛られるというように動いていると思うので，最高裁もそれを斟酌

して，合意の中身が，一方がつくったものとして書面になっていればいいというだけにして，

管轄が問題となる当事者間でつくった書面でなくてもいいというようにしているのだと思う

のです。そこを最高裁判決以上に厳しくする必要はないと思います。

それで，今の提案の書きぶりは，私の読み方がちょっと間違っているかもしれませんけれ

ども，当事者一方がつくったものとか，あるいは第三者で縛られるべき立場にある人との関

係で言うと，何かその人が直接契約当事者になっている文書にリファーされてないと駄目だ

というのだと，最高裁判決よりも何か狭くなっているような気もするのです。そういう趣旨

では多分ないと思うのですけれども，文言上本当にいいのかなと思います。

○佐藤幹事 今の本文の中の③のところ，書面でしなければということで，これは１２ページ

の（参考）の１で書かせていただいたのです。国内法上の書面によらなければいけないとい

う要件が，今の通説的な解釈としてどこまで厳しく要求されているのかというところは，一

つ議論の余地があるかなと思っていまして，私どもの前提としましては，文献等を見て記載

させていただいたのですが，１２ページの（参考）の１に書いたように，必ずしも同じ書面

に両当事者の署名がなければならないというところまでは要求していなくて，その合意の成

立内容が書面によって明らかであれば同一書面でされる必要もないし，申込みと承諾は別個

の書面でされてもいいというようなところが現在の国内法の解釈としても前提になっている

のかなという理解で記載させていただいたものでございます。したがって，ここで書いたも

のよりもっと，国内法の解釈としては厳しくあるべきだということになりますと，では国際

裁判管轄の場面でそれを緩めるのかということになると思うのですが，そういうこともあっ

て，今の国内法の解釈としては，前提としてはこのあたりですということで，１２ページの

（参考）の１に記載させていただいているものでございます。

○髙橋部会長 表現としてそこまで読めるかというのは，また別途法制的な検討がなされるは

ずですが，そうしますと，④，⑤は一応残させていただきますが，あと横山委員がおっしゃ

った合意の準拠法はこの法案には多分書かないと思います。

○横山委員 そうですか。

○髙橋部会長 古田幹事。

○古田幹事 つまらない質問で恐縮ですが，⑤で想定している電磁的記録には何が含まれるの

でしょうか。例えば電子メールを交換して，そこで管轄合意が記載をされていて，コンピュ

ータのハードディスクに保存されている，これは多分電磁的記録に当たるということになる

のだと思います。例えば電話で何か合意をして，その合意内容が例えばＩＣレコーダに記録

をされているということになると，一応文言上は何かこの電磁的記録に当たりそうにも思う

のですが，そういうものまでも含む趣旨なのか，そこはどうなのでしょうか。

○山本(和)幹事 仲裁合意で何か大議論をした記憶がございますけれども，その時は両説分か
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れていました。仲裁法の解釈としては，私は当たらないのではないかと思いましたけれども，

別の研究者や仲裁の立法にかかわられた方で当たると言われた方もおられました。

○古田幹事 今回の事務局のほうで何かそこの御見解があるのでしょうか。

○佐藤幹事 基本的には仲裁法の議論を踏まえておりまして，今，古田幹事が言われた場面を

具体的に想定して書いているものではありませんので，解釈にゆだねられるのかなと考えて

おります。

○道垣内委員 ちなみに，ヘーグ国際私法会議でも同じ議論があって，電話をメモしたのはど

うか，それは駄目だろう，でもメモしている様子を全部録画していたときはどうかというと，

それは大丈夫かもしれないという意見もあり，意見は分かれていました。結局，その書面性

を求める理由が慎重さを要求するというところにあるのか，それとも裁判所を煩わせないと

いうところにあるのか，そのバランスはどうなのかということにかかわると思います。どこ

まで書けるか分かりませんが，難しい問題だと思います。

○髙橋部会長 （注３）は合意が有効だという前提で，（注２）は合意の効力を否定して無効と

する場合ですが，（注３）は合意の効力を肯定した上で，日本の裁判所の管轄を否定すべき場

合があるかということですが，ここは注でございますので，こういうような選択肢もあると

いうことでよろしいでしょうか。では応訴管轄のほうに入っても結構ですので，応訴管轄の

ほうで御意見をお願いいたします。

○古田幹事 これも細かい議論ですけれども，ただし書を見ると「日本の法令によれば」とい

うのを基準にしているところについては，先ほど合意管轄で申し上げたところと同じような

疑問を持っております。

○髙橋部会長 管轄の専属性というのは国によってもちろん判断は違い得るわけですが，そこ

はいかがいたしましょうか。

○山本(和)幹事 私は先ほど申し上げたように，法律の中で専属管轄と書くというのは，日本

の裁判所でそれは面倒を見る必要はない，そこの外国にゆだねてしまえばそれで足りるとい

う趣旨で書くのだと理解していますので，そういう理解に立てば，当然基準は日本の法令に

なると思っていました。

○古田幹事 おっしゃるとおりだと思います。前提の価値判断は恐らく違っていまして，私は

当該外国が専属管轄としていない事件について被告が日本で応訴した場合には，日本で訴訟

をしてもいいではないかと思っているものですから，このただし書の書きぶりは若干疑問を

抱くわけです。

○佐藤幹事 このただし書自体は，日本で訴えが起きた場合に，登記・登録の訴えを専属管轄

にすると，外国の登記に関する訴えであれば応訴管轄は発生しないということなのですが，

古田幹事がおっしゃっているのは，そのときに，外国法上専属管轄になっているかどうかと

いうことを考慮するということになるわけですね。

○古田幹事 当該外国でも専属管轄だし，それは日本から見ても確かにそうだなというものに

ついては，日本で応訴管轄を否定するのは当然だろうと思うのです。けれども，日本から見

たらこれは外国の専属管轄に服する事件ではないですかというときに，当該外国の政策で，

たまたまその国では専属管轄にしてないというような場合，日本で被告が応訴しているので

すから，日本で処理していいのではないでしょうか。山本和彦幹事は，そこまで日本の裁判

所が面倒を見る必要がないということだろうと思うのですが，私はそれぐらい見てやっても
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いいのかなと考えておりまして，恐らくそこが違いなのだろうと思います。

○青山委員 当該外国がということを言われましたけれども，当該外国が幾つもある場合があ

ります。被告のほうは日本に管轄がないと言っても，ではどこにあるのですかということに

なった場合に，甲国にもあるし乙国にもあるというようなことを言われますと，入口の段階

で日本の裁判所は，日本の法令によらないとしますと，幾つもの外国の法令を調べなければ

いけません。こういうことでは，入口の段階で裁判所に余りにも大きな負担をかけ過ぎるの

ではないでしょうか。だからここのところはやはり日本の法令に従って，明らかに日本の裁

判所の専属管轄に属するような管轄の原因が外国にあるのだということだけ分かれば，却下

といいますか，応訴管轄の成立を認めないというのが簡明なのではないだろうかと思います。

○古田幹事 応訴管轄は，被告は日本の管轄を争わないという前提ですので，その場合にはそ

のまま認めればいいわけですから，外国法令の調査は必要ないというのが私の意見です。

それから，合意管轄の場合には，いったん合意をしておきながら被告が日本の管轄を争う

という場合ももちろんあり得るわけですから，その場合に，私のような立場に立ちますと，

当該外国で専属かどうかを調べなければいけないことになってしまいますけれども，日本の

基準でこれは専属だという場合に，恐らくＡ国の専属になるのだとかＢ国の専属になるのだ

とか，多分どこかで特定されるはずですので，その国の法制だけを調べればいいということ

になるはずですから，多数の国の法制を調べることは恐らく必要ないと思います。もちろん

Ａ国の法制を調べるのは手間だと言えば，確かにそれはそのとおりですので，その負担を裁

判所に課すのがいいかどうかという問題はもちろんあるのだろうと思います。

○髙橋部会長 山本和彦幹事の御意見ですと，例えば先ほどの例でカリフォルニアで不動産登

録・登記がどうなっているのか私も全然知りませんが，それは単にその国で，カリフォルニ

アで専属かどうかだけではなくて，もっと本案のほうにも結局入ってきて，日本の裁判所で

そこまでやるかという，そういう判断があるわけですね。

○山本(和)幹事 そういうことです。

○髙橋部会長 しかし両方の御議論があったということでよろしいでしょうか。

合意管轄，応訴管轄につきましてほかにいかがでしょうか。

○佐藤幹事 ちょっと戻って恐縮なのですけれども，（注２）のところなのですが，先ほど甚だ

しく不合理であるという要件がどうかという御意見がございまして，もう少し緩めて合理的

というような表現を使うなどの案も出されたところで，条文として書くとなると，どうして

もチサダネ号事件との対比でどうなのかということを考えざるを得ないと思うのですが，こ

のあたりについて，こういう要件を設けるほうが，明示するのがよろしいのかどうか，ある

いはその要件を設けるとして，今のチサダネ号事件を緩める方向がどうなのかというところ

について，もう少し御意見をいただければ有り難いなと思います。

○山本(克)委員 準拠法をどうするかというのをペンディングにしたまま議論するのが適当か

どうかよく分からないのですが，民法第９０条が適用されれば当然そういうものは排除され

るから書くまでもないという選択肢はないのでしょうか。

○佐藤幹事 それが恐らく（参考）１の（ⅲ）に書いてある，公序法でも民法第９０条で無効

になるのであれば，そちらの解釈にゆだねるということもあり得るということで，研究会の

中でも一つの意見として出ていたところだと思います。ただ，今の議論ですと，もう少し軽

い要件でといいますか，合理性の要件で管轄の効力を排除できるようにすべきではないかと
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いうのが手塚委員の御意見なのかなと思っておりましたので，そこは御意見は違うのかなと

思います。

○手塚委員 何か余り広げて不合理な場合はとやってしまうとまたそれは問題だと思うのです。

だからアメリカの判例などでも，ちょっと類型化していると思うのです。公序法に反するよ

うな場合，独禁法とか，それは一応今の最高裁の中にも，公序法に反すると言っているので，

強行法の適用をあえて回避するようなものは駄目だと言えるかと思いますけれども，著しく

不便というのですか，そういうような場合まで入るのか，そこら辺をと考えて，何か緩くす

るというよりは広くするというイメージですね，つまり著しいというところを削るというよ

りは，何をもって非常に問題だと言うべきかという類型を少し考えて入れたほうがいいかな

というのが一つです。

例えば実務的に言いますと，日本は継続的契約の解除について結構厳しい国だと思うので

す。例えば１年間で切れると書いてあっても，やはり相当の理由がないと切れないとか，相

当の補償をしないと２０年間続いた契約は切れませんよみたいな裁判例が結構あると思うの

です。全部日本の代理店契約，ライセンス契約でやってきていて，でも契約書で，準拠法は

ニューヨーク州法ですと，裁判も全部ニューヨークでやってくださいと書いてあったとして，

どうもそれはニューヨークでやる理由が余りないということもあるわけですね。そうすると

それは，日本のそういう代理店保護に関する判例法が厳しいので，それを回避するためにや

っていると見られる余地があると思うのです。実務感覚的には，ではそういうふうにニュー

ヨーク州法で，ニューヨークで裁判するのですよと書けば，日本の裁判所の判例法から免れ

るのかと聞かれたら，それは場合によっては公序良俗違反とかで駄目になるかもしれません

よと多分アドバイスしていると思いますけれども，はっきりしないのです。だからそこをど

う見るのか，はっきりしないままにするというのも一つの立法政策ですけれども，私は重要

性から見て少し議論をしてルールを決めたほうがいいのではないかなと思っております。

○山本(克)委員 今のような類型化論を採ると，むしろ予想しない事態に対応できないので，

何か契約，合意には一般的にそういう公序法に反するものは認められないのだ，一般法理が

あるのだという前提で考えを採っておいて，あとは裁判所に柔軟に判断していただいて，事

例の集積によって安定化が図られるという方向のほうが望ましくて，余りピックアップして

しまうとほかは駄目なのですかという話になりはしないかと危惧いたします。

○髙橋部会長 条文としてどう書くのかはまた法制マターが入りますけれども，考え方として

はこういう整理でよろしいのでしょうか。山本克己委員は公序という角度でかなり切れるだ

ろうというお考えで，しかし手塚委員は，１４ページの（参考）で言いますと（ⅰ）とか

（ⅱ）とか，公序ではないかもしれないけれども，合理性を欠くとか，そこまで行くという

ことなのでしょうか。

○手塚委員 公序法に達してというところまで行かなくても，著しく不当というのですか，一

方的みたいな。

○髙橋部会長 先ほどの継続的契約の解除は公序かもしれませんが，公序というと苦しいけれ

ども，そこまでカバーするようなものを潜脱するためにニューヨーク州法に行ったときには，

ニューヨークを合意したときには戻れるという余地をということですね。

○手塚委員 そうですね。ですから，公序とまで言わなくても，強行法規の回避となるような

場合とか，そこら辺まで含むのかなと思います。例えばそれこそ利息制限法に違反している
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契約でもニューヨークの裁判所ですよと書けば，２０パーセントの利息でいいのかというの

は昔からある議論ですよね。

○髙橋部会長 強行法規ならいいのですが，判例による厳格な解釈となるとどうでしょうか。

○道垣内委員 国際的な合意管轄ですので，どこかの国の法律を免れていると言われると，後

になって探されて，これを逃れたではないかと言われるおそれが出てきます。ですから不完

全になってしまって好ましくないと思うのですが，ただ考えるとすれば，ある国にとって完

全にドメスティックな事件である場合，例えば，ほかの要素は全部日本に関連しているのに

合意管轄のところだけニューヨークと書いてあるような場合に，当事者の一方が日本で提訴

し，相手方はニューヨークの裁判所の専属合意をしていると争ったときにどうするかでしょ

う。これはヘーグ条約についての議論でもあったところです。その際の日本の対処方針によ

ればその点は別に気にしないということでした。しかし，中国その他の若干の国はそのよう

な専属管轄合意は絶対許さないという姿勢でしたので留保条項を入れて決着したと記憶して

います。ですので，そういう場合ならば，いずれかの国の強行法規を免れたということでは

なくて，管轄合意以外の要素が全部関係しているＡ国の法律を免れるためにＢ国の裁判所に

専属管轄合意している場合で，それを不当に免れるといった要件を付けると更に分かりにく

くなりますが，不当に合意管轄を使っているような場合にはあるいは問題かもしれません。

○手塚委員 確認ですけれども，私が言ったのは日本の公序法みたいな意味ですね。だから公

序と言うとちょっと強過ぎるから，公序プラスアルファを回避するようなものは駄目という

ぐらいに広いほうがいいかなということです。

具体的には，例えば荷主保護のルールを免れるために，余り関係のないところに決めてい

るようなものは全体として見て否定できる余地があったほうがいいかなということです。

○髙橋部会長 繰り返しますが，日本の法制上そういう条文が書けるかどうかはちょっと括弧

に置いておいて，考え方として手塚委員の提起された問題に共鳴される方がどれくらいいら

っしゃるのでしょうか。古田幹事も同じような発想ですね。

○古田幹事 そうです。チサダネ号事件ですと，甚だしく不合理で，「かつ」公序法に反すると

いうのを要件にしているようなのですが，これは「又は」でもいいのではないかと思います

し，「甚だ不合理」という要件もいささか狭すぎるかなという気がします。単に「不合理」と

いうだけだと広過ぎるように思いますけれども，「甚だ不合理」と単なる「不合理」の間ぐら

いで，何かいい用語がないかな，そんなところが私の感触です。

○髙橋部会長 強く不合理ぐらいですかね。研究者の実体法，訴訟法の方は今日御発言いただ

けるとすればどのような感じでしょうか。

○横山委員 私は大して勉強したことはないのですけれども，ただ経験的に，問題になるのは

ヘーグ＝ヴイスビー・ルールを潜脱するためにわざわざ管轄合意して，ヘーグ・ルールしか

ない国の専属管轄を合意するという以外に，チサナダ号事件というのはある意味で非常に典

型的な例なので，日本だけで起こったものでなくて，大体どこでも同じようなタイプの事件

が起こるのですけれども，ほかの類型であるのだろうかというのが私の疑問なのです。実態

として合理的とか不合理とおっしゃいますけれども，それ以外のケースとしてどのようなの

があるのだろうかというのが疑問です。

○古田幹事 私が経験した例ですと，手塚委員が指摘されたように，継続的取引の関係で，日

本で代理店を指名しているのだけれども，準拠法は例えばニューヨーク州法にしておくよう
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な場合というのはございます。労働法関係はこれまた別途規律が設けられるのだと思います

けれども，日本を労務提供地とする労働契約だけれども，準拠法は例えば解雇規制の緩やか

な米国法であるというような事例もあります。

○横山委員 それは管轄権とは別の問題ではないでしょうか。

○古田幹事 失礼しました。例えば準拠法をニューヨーク州法にしておいて，ニューヨークの

裁判所を専属合意管轄裁判所にしておくと，日本の解雇規制を回避できるのではないかと思

って契約している例がございます。

○手塚委員 実際の事例で言いますと，原告になっている日本の年金基金のようなところの主

張によれば，一種はめられて非常に変な投資をして莫大な損失を被ったということで今東京

地裁に訴えているのがございます。それはヨーロッパのＹ国の金融機関が何か信託みたいな

ことで絡んでいて，自主運用ができないというルールがあるので，信託銀行が入らないとで

きない，ある意味ではその金融機関が入ったから信用したという事情があるのですけれども，

英語の契約書をほとんど読むことができないような人が担当者であり，かつすべての交渉が

日本で行われているのだけれども，業法の関係とかもあって，形の上ではその都度Ｙ国から

人が飛んできて何かこうですよ，ああですよと説明した形になっています。契約書を見ると

Ｙ国の裁判所でＹ国法でやりますと書いてあるのです。これは東京地裁で今大きな訴訟にな

っていて，管轄について争われているのですが，裁判所は，一つは全体としての契約が詐

偽・錯誤だみたいな議論が出ているということもあるのですけれども，やはり，ちょっとこ

の事件でＹ国に行きなさいと言ったのではノーホープというのですか，救われないという発

想が多分あって，取扱いとしては管轄の問題はもう後回しだとしているのです。それが実務

感覚なのかなと。

それで，チサダネ号事件だと，管轄自体が詐偽だというふうにならないと，もう却下して

Ｙ国でやってくださいとなってしまうのではないかと思うのです。公序法に反するとまで言

えないけれども，著しく気の毒で一方的な場合までは含めたらいいのではないかなという，

そんな感触です。

○道垣内委員 ヘーグ管轄合意条約でも留保が認められていまして，各国とも自分の国ではこ

れは困るというものを通報してよいというルールがあります。例えば，私が日本についてそ

のようなものがあり得るとすれば，ということで当時言っていたのは，フランチャイズの契

約で日本側がフランチャイズを受ける側である場合とか，あるいは日本側が下請企業となる

契約で，発注者である外国企業が日本の下請代金支払遅延等防止法を逃れるために外国の裁

判所を専属管轄とする指定をしている契約書を使っているといった場合です。ただ，本当に

問題となる場合をどのように特定するのか，特定するときには条約によればスペシフィック

に書けということになっているので，なかなか漏れなく書くというのは難しいなと思ってい

ました。そういう問題はあるものの，そういう問題に対処することを含むような条項を例外

条項として置くのは私は反対ではありません。

○山本(和)幹事 今，道垣内委員が言われたようなケースは，取引における力の格差が大きく

て，その地位を利用して一方に不利な管轄を合意させているのだとすれば，優越的地位の濫

用ということになるのではないでしょうか。それは独禁法とかの問題で何とか対応，山本克

己委員のようなあれでも対応できそうな感じがして，先ほどの手塚委員のは，私は余り保護

に値するようなもののような印象は持たなかったです。
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○山本(克)委員 ですから，それをやってしまうともう機関投資家概念が崩れ去るのではない

かと思います。

○佐藤幹事 私も今山本和彦幹事が言われたように，解雇法制の規制に反する，あるいは下請

代金となると，このチサダネ号事件の公序法に反すると言えるような事案なのかなという印

象を持ちまして，法制的には非常に厳しい議論が飛び交っているのですが，かえって要件を

具体化してしまうと，要件がオープンな形にならず，それ以外のものが扱えなくなってしま

うということになりかねないので，非常に個別的に要件を定めるというのはなかなか難しい

のかなという印象を持っておりました。

○髙橋部会長 それでは，今日全体で結構ですが，何かございましたらお願いいたします。

○始関委員 先ほど横山委員と山本克己委員から，管轄の合意の準拠法の問題について御指摘

があったと思うのですが，この部会資料には何も書かれていないのですけれども，横山委員，

山本克己委員は，新しくつくる法律に管轄の合意の準拠法についての規定を設ける方向でも

う少し議論すべきだというお考えなのでしょうか。

○横山委員 いや，そのようなことはないのですけれども，ただ，混乱するかなとは思って，

ヘーグ条約は管轄合意した当の裁判所の属する国のほうで有効性を判断します。一方で契約

準拠法で判断するという考え方があり得ると思うのですね。それでおまけに法廷地法として

の日本法ということも当然有力にあるので，やはりどちらが圧倒的に説得的かというのはな

かなか判断が難しくて，しかもどの法律問題について日本の国際民事訴訟法が規律して，ど

の問題が契約準拠法の問題でという，あるいは管轄合意した裁判所の属する国の法律，やは

りこれは一応はっきりさせておかないといかないのではないかなという気はするのです。

○道垣内委員 非常に細かい点で恐縮ですが，ヘーグの管轄合意条約は，法廷地の国際私法を

含む法によると規定しているので，その国の法が適用されるとは限らないわけで，全然決め

てないのと一緒です。

○山本(克)委員 私は多分，今おっしゃったように法廷地法主義と当事者自治を認めるという

か，あるいは含まれている本契約の準拠法とか，いろいろな立場があると思うのですけれど

も，それをやると多分この立法はできないという気がしております。私はもうペンディング

で行って，私は法廷地法主義なので，先ほどたまたま民法第９０条と言っただけでございま

す。

○髙橋部会長 先取りしますけれども，条文にはならないと思いますが，議論をして，どうい

う委員はどういう前提で考えていたかを明らかにしておいたほうがいいのかどうかも含めて，

事務局と相談させていただきます。

ほかにいかがでしょうか。特にないようでしたら，次回の予定を御案内いたします。

○佐藤幹事 次回は，平成２１年１月２３日金曜日で，この会議室にて行う予定です。

議論の対象としては，特別な類型の訴訟ということで，知的財産権，海事，消費者，労働

について御議論いただくことを予定しているところでございます。

○髙橋部会長 それでは，今日は終了いたします。

どうもありがとうございました。

―了―


